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情報通信審議会 電気通信事業政策部会 

ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会 

合同公開ヒアリング（第１回） 

議事録（平成 23 年６月 14 日） 

 

１ 日 時： 平成 23 年６月 14 日（水） 10 時～12 時 15 分 

２ 場 所： 総務省第１特別会議室 

３ 出席者：  

（１）委員 

山内主査、酒井主査代理、井手委員、清原専門委員、斎藤委員、新町委員、 

関口専門委員、高橋委員、根岸臨時委員、舟田専門委員、吉川専門委員 

（２）総務省 

桜井総合通信基盤局長、原口電気通信事業部長、前川総務課長、古市事業政 

策課長、二宮料金サービス課長、木村事業政策課調査官、飯村事業政策課課 

長補佐、大内事業政策課課長補佐 

３ 議事録：  

  

山内主査）  それでは、定刻でございますので、情報通信審議会 電気通信事業政策部

会 ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会 合同ヒアリングの第１回の会合

を開催させていただきます。 

  今回と次回ですが、電気通信事業政策部会との合同開催ということでございまして、

関係する事業者・団体から、ブロードバンド普及促進のための競争環境の在り方につい

てヒアリングを行うということになっております。 

  ヒアリングの議事進行は、ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会主査であ

ります、私でございますが、山内が務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

  さて、本日のヒアリングの進め方ですが、６事業者・団体からヒアリングを行います。

そして、時間が事業者さんあるいは団体さんによって違いますが、５分から１５分の間、

その程度で簡潔に資料の説明をいただきまして、それが終わった後で、まとめて質疑応

答の時間を設けたいと思っております。大変恐縮でございますが、会合の時間に限りも

ありますので、各社・団体の皆様には、時間厳守でお願いしたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、早速でございますけれども、まず、株式会社ＮＴＴドコモよりご説明願い

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

ＮＴＴドコモ） ＮＴＴドコモの加藤でございます。よろしくお願いいたします。 

  まず冒頭、私ども、６月６日、先週の月曜日でございますけれども、大規模な通信障

害を起こしまして、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。この場を借りまして、

そのことを深くお詫び申し上げる次第でございます。 
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  さて、本日は私どもドコモの意見を述べる機会を与えていただきまして、どうもあり

がとうございます。ちょうどこの競争政策がある程度の方向性を示してから約 10 年と認

識してございまして、時間的にも、かつ、また環境的にもグローバルな展開が急速にな

っておりますので、非常に時宜を得た、適宜な検討ではないかと思っております。 

  それでは、お手元の資料に基づきまして、ＮＴＴドコモ、私どもの考え方について述

べさせていただきます。 

  まず開いていただきまして、１ページ目でございます。ここには、今日私が述べさせ

ていただきますことを簡単に１枚にまとめております。まず、結論から先に申し上げま

すと、グローバル競争時代に対応するためには、規制の非対称性の見直しが必要ではな

いかと思っておりますのと、諸外国と同等レベルの規制の見直しが必要であろうかと、

こういうところが基調でございます。 

  具体的には、左に書いてございますように、３点でございます。１点目のポイント１

でございます。これは欧州と同様、「着信独占」という考え方に基づきまして、全携帯事

業者への同等の規制適用が必要ではないかと、このように思っているところでございま

す。 

  実態といたしまして、私どものような二種指定事業者と非指定の事業者があるわけで

ございますが、そこで算定根拠が少し不透明なまま、相互接続料金格差が残念ながら拡

大するという傾向にございます。そして、その背景には、非指定事業者さんがガイドラ

インに積極的に対応することが求められるという位置づけに、ある意味では留まってお

るという考えを私どもは持っておりまして、法的拘束力の担保がないことが要因ではな

いかと考えております。ここのところがうまく機能すれば、ユーザ料金の低減化とか、

公正競争の推進が上げられていく、逆に今はちょっと支障があるのではないかと思って

いるところでございます。 

  ２番目のポイント２でございますが、相互接続の範囲の見直しとその義務の柔軟化で

ございます。実態として、日本では厳格な相互接続義務によりまして、海外プレーヤー

からの参入は原則否めません。海外だけではなくて、相互接続は義務でございますので、

否めません。一方では、海外への進出はビジネスベース次第でありますから、ある種片

務的であるという参入障壁があるのではないかと思っております。 

  私どもが断定するのもいけないのですが、ＭＶＮＯと申しましても、問題のある事業

者さんもおられまして、この義務というところで断れないというところがあり、断れな

いというのは、厳密に言えばハードルが非常に高いと言い直した方がいいのですが、そ

ういう意味において、国際競争力という面、ユーザ保護の観点からも、この辺に支障が

生じているのではないかと考える次第でございます。 

  ３つ目でございますけれども、業務改善命令による事後規制化についてでございます。

いわゆる禁止行為規制がございます。これは電気事業法の事前規制でございますけれど

も、事後規制である業務改善命令とあわせて、口幅ったい言い方ですが、いわば二重規

制になっているような気がいたします。特に不当な差別的取扱いの禁止規定には、当社

は欧米キャリアと同等な事業展開がしづらいというところがございます。それと、提携、

出資、ビジネスモデルサービスの多様化におきましても、担保すべきものは非常にたく
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さんございまして、支障があると認識しておりまして、国際競争力への支障とかユーザ

利便性の支障が懸念されているというところでございます。 

  このような見直しが行われた場合には、さらにＩＣＴ産業そのもののグローバルな競

争が活発化して、積極的にユーザ利便性の向上や国際競争力の向上に私どもも貢献でき

るのではないかと、このように考えております。以上がブリーフィングでございます。 

  ２ページ目でございます。このスライドは、今申し上げました諸外国との規制レベル

の差でございます。ピンクのところが特に私どもの関係するところでございます。日本

では、厳格な接続義務、ＭＶＮＯへの提供義務が課せられるということです。あと、指

定業者に対する相互接続料金規制等々、その規制は総じて海外と比べて厳しいものとな

っているように感じております。 

  ３ページ目でございます。基本認識の部分でございます。まず１点目は、競争のグロ

ーバル化についてでございます。ｉモードのときに、私ども、垂直統合というあるモデ

ルをつくり上げましたけれども、一方では、スマートフォンの普及等に伴いまして、現

在は、中央のような水平分業モデルに移行しつつありますという認識をしております。 

  一方、右の方にございますように、グーグルとかアップル社などは、端末、プラット

フォーム、アプリケーションを一体的に提供するという、いわば新たな垂直統合モデル

です。中央のネットワークのところは、ある種、ダムパイプという考え方もできますが、

こういう競争がますます加速、激化していると考えております。 

  一方で、欧州の市場を中心に、複数の国のＭＮＯ、いわゆる事業者をまたがるＭＶＮ

Ｏさんがおられまして、１枚のＳＩＭカードで結果的に複数国のネットワークサービス

を、ローミングではなくて、ＭＶＮＯという形で、ある種ローカル料金で安価に提供す

る、いわゆるグローバルＭＶＮＯが成長しております。端末レイヤー事業者、上位レイ

ヤー事業者がグローバルＭＶＮＯを利用すれば、キャリアのネットワークレイヤー、こ

こはダムパイプ、いわゆる土管化していくということも想定される事態でございます。 

  ４ページ目でございます。これはアップル社さんのことでございます。ｉCloud とい

うものを提唱されておりまして、そういう意味においては、アップルさんがグローバル

ＭＶＮＯと連携されれば、お客様の顔になるわけでございまして、ワンストップで提供

できるということがグローバルなレベルで可能になるという意味でございます。 

   そのとき私どもはどうなるかというと、ある試算でございますけれども、ダムパイ

プ、ネットワークが土管化するという意味においては、2015 年を展望し、ある仮定のも

とで営業収益とか通信回線の土管化等を考えてみますと、例えば 6,500 億、2，500 万回

線と、こういう試算もしてございまして、レベル感がこれぐらいであるということをご

認識いただければありがたいと思います。 

  ５ページ目でございます。私どもは、競争政策の基本的な視点で、このようなことに

取り組んできております。４点書かせていただいておりますが、ご覧の取り組みを推進

してまいりました。できるだけ競争が進むように、かつ、またオープンなようにと私ど

もは進めておるところでございますけれども、振り返れば、10 年でこの間非常に大きな

変容があったものだと思っておりまして、先ほど述べましたように、意義ある検討がな

されればと思っております。 
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  ６ページ目でございます。これは携帯３社の相互接続料の推移を示しているところで

ございます。ソフトバンクさんとは格差が少し広がりつつあるということで、今般、私

どもはあっせんの申し出をしたところでございます。ここのところ、我々はどう理解し

たらいいのかというのは非常に迷っているところでございます。皆さんのお知恵もお借

りしながら、２社でうまくこの話ができればと思うのでございますけれども、ここのと

ころにやはり着信独占の考え方に基づく規制もしくはルール化が必要ではないかと考え

ております。 

  ７ページ目でございます。これは一目瞭然でございますが、欧米等ではほとんど相互

接続料の格差はありませんということです。私どもが調べた限り、右の方にございます

４つぐらいは、これぐらいあるのですが、これもまた順次縮小していくというように認

識しております。 

  ８ページ目でございます。先ほどから申し上げております着信独占の概念でございま

す。これは発信ユーザが着信ユーザを選択できない。ある番号にかけるときにそこにし

かかからない。そういう意味では着信において独占性がありますという、ヨーロッパの

考え方そのものでございますが、示させていただいております。 

  ９ページ目でございます。そもそも二種指定制度というのは、市場支配力を有する事

業者による不当な差別的取り扱いや原価を上回る接続料設定の可能性があること、これ

を前提とし、導入が図られたと理解してございます。しかしながら、下の表にございま

すように、むしろ非指定事業者の不透明な算定での格差が拡大するなど、導入趣旨と実

態は大きく乖離しているのではないかと思っております。もはや現行の非対象規制を維

持する合理的な理由はどうなのだろうというところを思っております。 

  10 ページ目でございます。見直しの方向性の２点目、相互接続の範囲の見直し、義務

の柔軟化の必要性でございます。繰り返し申し上げますと、日本では相互接続の義務を

負いますので、パターン１、パターン２、パターン３のようにそれぞれありまして、義

務というところで随分窮屈な思いをしているというところでございます。パターン３で

は、注視すべき機能と位置づけられていますアンバンドルが促進されているという状況

でございます。 

  11 ページ目でございます。諸外国との規制レベルの格差に起因いたしまして、海外プ

レーヤーからの参入は原則否めません。海外への進出は逆にビジネスベースであります

から、商談がなかなか難しいというところがございます。左側の表は、これはある国の

携帯キャリアにおけるＭＶＮＯの提供条件をまとめたものでございます。交渉は完全に

ビジネスベースで、義務ではございません。一方、日本においては、ＭＶＮＯに対して

も接続義務が課されていることから、ビジネスメリットの有無にかかわらず、拒否する

ことができないのに加えまして、提供料金においても原価ベースであることなど、海外

キャリアが一般的に行っていることが、当社においては、特に日本においてはなし得な

いというところがございます。 

  12 ページ目でございます。厳格な義務がございまして、そのときに拒否を行うのは極

めてハードルが高いと実態を認識してございます。電気通信事業者として極めて不適格

ではないかというようなこと、それから、社会的問題の発生のおそれがありそうでした
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ので、接続拒否事由の、当社の利益を不当に害するのではないかということで意見を申

し述べたのでございますが、この主張は認められるには至りませんでした。ただ、支払

いを怠るおそれがあるということで、お認めいただいたというところでございます。 

  13 ページ目でございます。諸外国におきましては、ＭＮＯがＭＶＮＯと連携したり、

他の事業者にネットワークを卸提供いたしまして、戦略的にビジネスを展開していると

いう例が左の方に書いてございますけれども、これがこれから多数活性化していくと思

います。一方、同様の戦略的提携を行おうとした場合は、先ほどの不当な差別的取り扱

いの禁止行為規制に抵触するおそれがありますので、あるところと提携しまして、ほか

のところから要望があれば、同じ条件で私どもは提供する必要があるという立場におり

ます。これはある相手事業者さんと始めたこと、その相手事業者さんであるだとか、そ

のほか、当社とアライアンスを組むメリットが見出し得ないということから、なかなか

柔軟な対応が難しいと思っております。 

  仮に禁止行為の適用が廃止されて、ＷＩＮ－ＷＩＮの関係に基づく戦略的な提携が可

能になったとしても、反競争的な行為として公正競争の阻害になるものではなく、むし

ろ更なるユーザ利便性もしくは国際競争力の強化に私どもは貢献できるのではないかと

考えております。 

  14 ページ目でございます。これは当社に市場支配力が存在するとの前提に立って適用

されているものが禁止行為規制とこのように認識してございますが、改めて、市場支配

力の定義、これは中央上の方に書かせていただいております。これは判例でございます

けれども、当社がシェアを失うことなく、価格を高止まりさせたり、品質を悪化させた

りすることが可能であるかということを考えてみますと、そういう意味が市場を支配で

きる状態だとするならば、私どもはそういう状態には今ないと認識しているところでご

ざいます。 

  15 ページ目でございます。他社さんのことで非常に恐縮ではございますけれども、禁

止行為規制の適用でございますが、これは、ルールからいいますと、25％のシェアを超

える事業者に対してなされるものでございます。ＫＤＤＩさんにおかれましては、25％

を超えられる状態が続いておりますけれども、いまだに指定は行われていないというの

が現状ではないかと思います。 

  一方、これを考えるときに、ＫＤＤＩさんに禁止行為規制を適用しなければならない

ということを私どもは考えておりませんで、このときに、市場支配力、それと、競争の

市場ということをかんがみれば、もはやこの禁止行為規制というのは非対称規制として

維持することがなかなか難しいのではないかと、その証左ではないかとも考えていると

ころでございます。 

  16 ページ目でございます。これは先ほど申しました、事前の規制と事後の規制の関係

を事業法上で照らしたところでございますが、どちらも網羅されておりますので、事後

的に十分対処可能だろうと、このように考えております。 

  17 ページ目でございます。これは私どもが、競争政策が見直されて、さらに活性化す

るような環境に置かれたときに何ができるかということを網羅したものでございます。

一言で申せば、海外、グローバルという市場において展開できるサービスとか提携が活



6 

 

性化し、私どもがユーザさんにも料金の低廉化等も含めて貢献できるということを書い

ているものでございます。 

  時間があまりございませんので、参考１、２、３について簡単に説明させていただき

ます。鉄塔共用化について、これにつきましては、2009 年度に在り方の答申を受けて、

整備されている事項でございまして、今、推進しておりますので、改めてというところ

は当面必要無いのではないかという意味です。 

  19 ページ目でございます。ローミングがいろいろ議論に上がっているところでござい

ますが、そもそもみずから電波の免許を受けた事業者においては、みずから設備を充実

し、ユーザ利便性を向上しながら頑張っていくというところが原則であろうと思ってい

ます。一方では、３月 11 日の地震以来、災害時のという議論もございますけれども、一

方では、そのときには設備が薄く、容量が非常に限られた状況になっているときに集中

すると、共倒れになる懸念もあるのではないかと、このように思っております。 

  20 ページ目でございます。これは２社間のことで誠に恐縮でございますけれども、ソ

フトバンクさんとの話し合いにおいては、あっせんの申請をしてございます。ソフトバ

ンクさんは６月９日にある表明をされましたけれども、少しすれ違ったところもあった

りしております。その辺のところの認識を書かせていただいております。私どもはあっ

せんに基づいて、両社席に着き、建設的な意見交換ができ、納得ができるものに導いて

いきたいと、このように考えております。 

  以上、雑駁でございますが、資料の説明を終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。 

山内主査） どうもありがとうございました。 

  それでは、引き続きまして、ソフトバンク株式会社よりご説明を願いたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

ソフトバンク） ソフトバンク、弓削でございます。本日は、弊社に陳述の機会を与えて

いただきまして、誠にありがとうございます。 

  しかしながら、私といたしましては、今回のヒアリングを企画いただきました座長、

それから、事務局の方に対して、２つ質問といいますか、お願いといいますか、させて

いただくところから始めたいと思います。 

  まず１点目は、ヒアリングの時間ですけれども、ＮＴＴさんのグループだけは２つの

タイムスロットが割り当てられている。競争政策を論じるという意味では、やはりむし

ろ競争事業者側の意見を多く聞くべきではないかと思いますが、なぜこのような時間配

分となったのでしょうかというところが１点目です。 

  次に２点目は、パブリックコメントとかヒアリングでの、ある意味悪意を持ったとも

思われるような事実の歪曲とか意図的な古い数値の引用に対して、他社としてはそれを

じっと聞いているしかないのかということです。例えば今のドコモさんの資料の６ペー

ジですけれども、私どもは既に相互接続契約のある 25 社のうちの、ＮＴＴグループさん、

それから、あと１社さんを除く 20 社さんとは、１分当たり 7.62 円という低い方の数値

で合意をさせていただいているわけですけれども、グラフの中では、どう見ても昨年度

の数値をそのまま延長して、こちらの方を実線で描いて、差分を大きく見せている。こ
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ういった姑息な手段がとられているということでございます。 

  ほかにも何点かあるわけですけれども、こういったことをこの場とか、もしくは後日

指摘させていただいて、きちんと訂正していただくのか、あるいは法的な手段に訴える

しかないのか、ヒアリングにおける情報の正確性について、当社の今までの中ではいろ

いろご批判もあろうかと思いますけれども、事実と主張は明確に区分してきたつもりで

ございますので、どのように考えればいいのかお示しいただければありがたいと思いま

す。 

  いずれにしましても、この場は、日本の今後の通信政策を議論して、一緒にあるべき

姿を求めていこうという場だと思っていますので、こういった場がほかの目的に浪費さ

れるというのは大変残念に思っているところであります。 

  さて、ただでも少ない時間でこういった話を始めると、これだけで終わってしまいそ

うですので、本題に入ります。今回、周囲を見回しますと、やはり移動体に関係するお

話がほとんどのように思われますが、私どもといたしましては、今回のヒアリングまで

の流れは、昨年の「光の道」というご方針の実現というところから来ていると理解して

おります。移動体はもちろん重要な部分ではありますけれども、移動体を支える意味も

あるインフラとして、光ファイバー整備、それから、そのオープン化についてきちんと

した議論がなされていないという現状でありますので、まずはそちらの議論を重点的に

行うべきではないかと考えております。 

  したがいまして、本日の話は、主として、光ファイバー整備、それから、それにかか

わる競争政策について述べさせていただきます。なお、ＮＴＴグループさんのとのせめ

てものイコールフッティングということで、お時間をさらにいただけるといったことで

あれば、移動体関係に的を絞ってまた述べさせていただいたり、それから、別の文書等

にて意見を提出させていただきたいと思います。 

  すみません、前置きが長くなりましたが、資料に入りたいと思います。１枚めくって

いただいて、資料の１ページ目です。本委員会での議論ですが、昨年の 12 月の「光の道」

の構想実現の取りまとめがございまして、「光の道」構想との整合性を確保した議論をど

のようにしていくかということが重要であろうということです。それから、機能分離の

内容との連携を図りつつ、機能分離をどのように実現していくのかといったことを検討

すべきではないかということです。特にアクセスの同等性に着目した議論が不可欠では

ないかと考えております。それから、競争政策の見直しといったところも取りまとめの

中に含まれておりますので、そういったことについても議論すべきではないかというこ

とでございます。 

  めくっていただきまして、扉がありますのでその次ですが、スライドの３ページです。

アクセスをめぐります課題と政策の方向性ということで、非常に模式的に図を描かせて

いただきました。左側は固定市場ということで、いずれもこの絵をいかに右側の方に広

げていくのか、それから、上の方に広げていくのかといったことが１つの課題かと思っ

ております。固定市場に関していいますと、アクセス網の開放が不十分なので、サービ

ス競争という意味での接続事業者が十分に機能できていない。それから、公的資金等い

ろいろと投入もされていますけれども、地方の部分への、特にこれからルーラルエリア
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にどうやって光を広げていくかといったところが十分に担保されていないと考えており

ます。 

  それから、移動体市場について申しますと、いろいろな意味での、事業者の数はここ

に書いてあるような数がございますけれども、やはり移動体の面積的なカバーエリアで

いいますと、人口カバー率ということでは、大手のところは 100％近いところをキープ

していますけれども、面積的にはまだまだ広げるところがございまして、そういったと

ころに法律的な整備が進展していかないといった問題があろうかと思います。 

  機能分離について、次のページから幾つか述べております。機能分離が法律的にそう

いった内容でうたわれておりますけれども、これについてきちんと定義して、議論をす

る必要があるのではないかということです。ここでは欧州の方での定義を出させていた

だいておりますけれども、レベル０からレベル６までということでございますが、各国

の状況は右側に示してございます。やはり日本では、会計分離ということでの、現状は

レベル０ということになるだろうと思っております。これをせめてレベル４という機能

分離まで、最低限の機能分離レベルというところまでやらないと意味がないのではない

かということです。それはどういうことかといいますと、それぞれの部門が独立したイ

ンセンティブとかガバナンスを持つということであろうと考えております。 

  それの実効性を確保するために、その次のページ、５ページ目ですけれども、どのよ

うに区分すべきかということでいいますと、ＮＴＴ東西さんでは、現在だと名前を少し

変えてかもしれませんけれども、小売部門、卸部門といった形で、２区分というアイデ

アが出ているように思います。やはりアクセスというのは非常に重要なボトルネックの

要素でもございますので、アクセス部門をもう１つきちんと分けて、３区分にする必要

があるのではないかと。実際に海外でそのようにされている例もあるということでござ

います。 

  それから、６ページ目、機能分離の実効性確保ということでは、幾つかのことを実施

内容としてご提案申し上げております。監視体制、報告は省略をいたしまして、先ほど

言いましたレベル４の分類、それから、アクセス、卸、小売という３区分の分類、それ

から、情報の分離基準の厳格化ということで、システム等を含んで分離を明確するとい

うこと、基準を遵守させるための仕組みの構築といったことが必要であろうと思ってお

ります。 

  ７ページ目は、アクセスの同等性確保ということで、７ページ以降、幾つか述べてお

ります。１点目は、光ＩＰ電話といったものについてどうするかということでございま

す。これはもう既に現在でも生じている問題ですが、例えば私どもでは直収電話サービ

スをメタルの上で提供しておりますけれども、これが光になったときに行き場所がない

ということです。設備を保有しておられる事業者さんは、ここに書いてございますよう

に、それぞれ、ほぼ今の電話と同等の料金のメニューを提供しておられますが、これに

相当する光メニューを接続事業者側ではなかなかつくりにくいという状況にございます。 

  その次に、ＮＧＮのアンバンドルということでございます。現在、８ページの絵の下

の左側にございますように、電話網ではＺＣ接続、ＧＣ接続といった形でかなり細かい

接続ができるようになっておりますが、今のアイデアではＮＧＮのときにこれが提供さ
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れないということで、そうなりますと十分な競争ができないということになります。 

  これについては、ＮＧＮの接続に関して最初のころから私どもは指摘を申し上げてい

たのですが、最初は、ＮＧＮは規模が小さいからということで、そこのところはあまり

きちんとした議論はされていなかったと理解しております。今となってみると、今度は

技術的に難しいといいますか、機能がないということでできないということになってお

り、その辺のそごが少しあるのではないかと思います。 

  それから、９ページ目は、同等性確保ということでＯＮＵの開放を申し上げておりま

す。今、端末をつくられるベンダーさんとかそういったところが、この下の図に描いて

ございますけれども、ＯＮＵ、光の端末装置、そういったものをいろいろな装置と一緒

に含んだような形で作れば、コストが安くできます。そういったものを作ろうとすると

それができないということで、これは電話網とかでは自由化の最初のときにやったこと

ですので、そういったこともいまだできていないということで、ＯＮＵ開放が必要では

ないかと思います。 

  それから、10 ページ目ですけれども、これは移動体に関する話です。移動体において、

ネットワークシェアリングということで、先ほどお話のありました鉄塔共用、ローミン

グ、それから、もっと上位まで含めてのネットワークのシェアも入るわけですが、こう

いったことを進めていくとコストを削減できるということで、特にルーラルエリア等に

広げていくときにはこのような手法が有効ではないかと思っております。 

  対災害性が落ちるのではないかというような指摘も一部あるようですけれども、シェ

アリングをしなければそもそもエリアを広げられないというような地域をどうするかと

いう問題と、エリアになったところの被災に対しての強度をどうするかということは、

区別して考えるべきではないかと思います。 

  その他競争政策に係る課題ということでございます。めくっていただきまして、12 ペ

ージです。グループドミナンスということで、これも以前からご指摘させていただいて

おりますけれども、ここの赤で書いてあるような、各ＮＴＴさんの事業会社間の連携の

問題、それから、子会社を含む問題といったことが問題であろうと思っております。 

  「持ち株体制の廃止が必要」と書いてありますけれども、全体としての差別的取り扱

いは禁止されているわけですが、実際の事案としては、ドコモショップさんで固定系と

セット販売したり、ＮＴＴファイナンスさんでセット割引をしたり、最近ではテレビＣ

Ｍとかで、この赤枠にあるところを全部想起させるようなテレビＣＭもされておりまし

て、いろいろな意味で問題があるのではないかと思っております。 

  それから、子会社規制については、今回の法律等の中でも、50％以上ということで、5

0％未満、もしくはそういった資本関係がなくても支配的なところがあるということに対

してどうするかといったことの問題があろうかと思います。 

  13 ページは、活用業務の問題を述べております。これにつきましては、先般、他の事

業者がいろいろ共同で出させていただいておりますので詳しくは省略いたしますけれど

も、活用業務の方がむしろ本業務のような形になって、実際に非常に活用されてしまっ

ているという現状があろうかと思います。 

  それから、第一種指定電気通信設備制度の見直しです。これにつきましては、グルー
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プドミナンスの未然防止といったこと、それから、アクセスの同等性確保、機能分離の

実効性確保といったことを考えますと、ボトルネックをどうするという意味では、さら

に厳格に議論して決めるべきであろうと思います。１つはアンバンドルの徹底というこ

とをＮＧＮのところで申し上げました。それから、子会社等への規制の徹底、機能分離

の徹底ということでございます。 

  15 ページはレガシー接続料の話ですが、これは時間の関係がございますので、15 ペー

ジ、16 ページは省略させていただきます。 

  17 ページ、移動体市場の競争政策の課題ということです。若干解決した部分もござい

ますが、ここに書いてございますように、周波数の問題をはじめとして、いろいろなハ

ンディキャップがあります。一方、ガイドラインということで、ドミナントでない私ど

もにもいろいろな形での規制に近いものが係ってきているというような状況をどうする

かという、ドコモさんとは別の視点からの問題があろうかと思います。 

  そういう意味で、第二種指定電気通信設備制度については、ドミナント規制を明確に

するのであれば、閾値の見直しということで、閾値を 40％から 50％ぐらいに見直すと。

そのかわりに、２段階の下の方、今の 25％というところは廃止してもいいのではないか

ということでございます。それから、子会社等への規制についても考えるべきであろう

と。 

  それから、19 ページですけれども、移動体の接続料規制の見直しということがござい

ます。先ほど来のあっせんの話もございましたけれども、私どもの接続料については、

内容的にはガイドラインに沿ってきちんと計算しておりますけれども、一部どうしても

示しにくいデータがあるといったところをどうするかということで、検証をしていただ

くような体制をつくれないかということでございます。 

  時間が来ましたので、後は省略いたします。 

  一番最後の 22 ページだけ少し言わせてください。「光の道」をどうやって実現するか

ということでこのような検討も始まっていると思っておりますが、その後の検証の実施、

それから、追加的措置等をどうしていくかといったことで、ここはちょっと差し出がま

しく、政務三役の下とかに書いてございますけれども、例えば「光の道」の評価会議の

ような形で評価をして、そこは競争セーフガードと競争評価のようなこととも連携をと

って進めていき、是非「光の道」が早期実現できるようにすべきではないかというご提

案でございます。時間を超過しました。以上です。 

山内主査） どうもありがとうございました。最初にご提起された問題につきましては、

一応答えは留保させていただいて、後ほど正式にお答えさせていただきます。 

ソフトバンク） ありがとうございます。 

山内主査） それでは、続きまして、イー・アクセス株式会社よりご説明願いたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

イー・アクセス） イー・アクセスの阿部と申します。本日はプレゼンテーションの機会

をいただき、誠にありがとうございます。私どもはまず、成長分野であるモバイル市場

における競争政策を中心にご説明をしたいと思います。 

  １枚めくっていただきまして、まず、モバイルブロードバンド、こちらの普及促進の
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ためには３つのポイントがあると思います。１つは、周波数のイコールフッティングで

す。私ども常々申し上げておりますけれども、周波数というのが一番の競争力の源泉で

あると考えております。２つ目はドミナント規制、３つ目は端末のオープン化です。こ

ちら３つについてご説明をします。 

  次のページをお願いします。まずは、私どもの今のモバイル市場におけるポジション

を簡単にご説明差し上げます。現在のモバイル市場では、総契約者数は１億 2，564 万、

総売り上げが年間約９兆円という市場になっておりまして、市場のシェアは、今ご覧の

とおり、図に示したとおりでございます。 

  弊社は独立系のベンチャーとして、2007 年３月に定額制でデータ通信の市場に参入し

ました。それまでは、携帯といえば、ナローバンドのデータ通信ということでしたけれ

ども、データカードを中心に販売を進め、モバイルブロードバンドという市場を切り開

いてきたと自負しております。今、参入から４年経ちましたけれども、現時点での私ど

ものシェアは 2.6％と、まだまだ力不足だと思っております。けれども、こちらのこう

いったモバイルブロードバンドの市場を更に普及させるには、競争を促進するような政

策が必要だと考えております。 

  次のページをお願いいたします。一口にモバイルブロードバンドと申し上げましても、

これまでの音声のユーザを１とした場合に、パソコンで使う前提でのモバイルブロード

バンドのトラヒック量は、私どもの実績では約 100 倍になりまして、その中でこれから

のＩＣＴのエンジンとして期待されるものがこのブロードバンドだと考えております。

こちらが既存大手の３社様とは既に違ったトラフィック状態になっているという実績で

ございます。 

  次のページをお願いします。現時点は、３メガ、７メガ、弊社でいうと 42 メガという

サービスを他社様も展開していらっしゃるのですが、この技術がさらにこれからＬＴＥ

ということで、ここでようやく、既存の４社で申し上げますと、同じ技術の方に徐々に

進んでいくという中で技術が統一化され、更に 100 メガ超というサービスも今後視野に

入ってくると思います。総務省様の推計でも、トラヒックが 10 年間で 220 倍になるとい

う予測がございますけれども、弊社は、競争が促進されることで更に増えるのではない

かと思っております。 

  次のページをお願いします。このような高速なサービスを提供するためには、広い周

波数帯域が必須になるのですが、現時点での、弊社を含めた周波数の割り当て、利用状

況は５ページのとおりでございます。まずここに２つポイントがございます。１つは、

プレミアムバンドと呼ばれております、１ＧＨｚよりも低い周波数です。こちらの方が

エリアの展開を非常に効率的に行えるものでございます。一方、もう１つは、２ＧＨｚ

と言われる、ＩＭＴコアバンドと呼んでおりますが、この２つです。この２つの帯域を

持っているか持っていないかが、電波の質という意味では競争上極めて有利になると考

えております。 

  一方、プレミアムバンドの中でも、800ＭＨｚ、それから、これから割り当てがされる

予定でございます 900ＭＨｚ帯、こちらの方は既に諸外国でも利用されておりまして、

準ＩＭＴコアバンドと言ってもいい、非常に貴重な電波だと考えております。 
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  このスライドでおわかりになるように、やはり弊社のような新興事業者、それから、

これから入ってくるかもしれない新規事業者は、先行の事業者さんと比べまして、電波

という意味では非常に不利な状況に置かれています。今後のモバイルブロードバンドの

普及においては、これから先の周波数の割り当てによって競争の優劣が広がるような状

況は避けなければいけないと考えております。 

  次のページをお願いします。総務省様は 2015 年までに 300 メガヘルツ以上の帯域を新

たに確保するという方針を出されていらっしゃいますが、その割り当てに当たっては、

量と質という意味で、競争力の格差が広がらないようなイコールフッティングの確保が

必要だと思います。そうはいいましても、周波数には限りがございますので、イコール

フッティングを最大限確保した上で、更にそれでも保たれないというような状況がもし

発生した場合には、ＭＮＯ間でのネットワークのシェアリング、ローミングだったり、

ＭＶＮＯだったりしますけれども、アクセスネットワークを共用化するなどのルールの

導入が必要ではないかと思っております。 

  次のページをお願いします。２点目、ドミナント規制の必要性についてご説明をいた

します。これまでの二種指定制度につきましては、制度そのものの見直しは制定以降、

行われておらず、その中で、ＭＶＮＯや接続料といったガイドラインを新たに策定いた

だいて、補助、補足的に対応されてきました。しかし、これから更に競争を促進する上

で、もう１つ、市場の支配力の抑制といった本来の制度の目的がまだ十分には果たされ

ていないのではないかと考えております。 

  つきましては、ドミナント規制をより実効性のあるものとするために、改めて事業者

の市場支配力を評価し、明確にした上で、現行の接続関連規制、行為規制、それに対し

てネットワークの開放義務を加えまして、段階的に規制を付与することが必要ではない

かと思っております。市場支配力を評価する項目としましては、収益、市場シェア、保

有周波数、垂直統合の状態、それから、更に端末の調達力などが考えられると思います。 

  次のページをお願いします。３点目の端末のオープン化ですが、今年の４月から、Ｓ

ＩＭロックの解除に対してのガイドラインが運用されております。ただ、もともと想定

されておりましたとおり、ＳＩＭロックの解除については、ガイドラインですので、す

べての端末というわけにはいかない。それから、手数料や手続が必要だったりします。

それから、端末価格について、若干ですけれども、上昇傾向が見てとれます。それから、

周波数の互換性がもちろんオペレーター同士でございませんので、実際に解除しても、

使えるというメリットが少ない。最後に、それぞれのキャリアが運用しているプラット

フォームは、当然、他社さんでは使えないというような状況があると思います。 

  これはそもそも想定されていたことではございますけれども、競争を促進するために

は、やはりお客様が実際に購入する端末ですから、こちらの流動性を高めることが重要

だと思います。まずはオペレーターだけではなくて、メーカーに対してもＳＩＭロック

解除をガイドラインの対象とすることや、そもそも出荷時にＳＩＭロックを解除してい

ますというような強化を徐々にしていくことが必要ではないかと思います。 

  先ほど申し上げましたけれども、これからＬＴＥの普及がございますので、その中で、

複数には分かれますけれども、周波数も徐々に統合、統一されていきますし、技術的に
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も全く同じ技術になっていくと思いますので、その中で徐々に段階的に制度を強化して

いくべきではないかと思います。その中で、さらに新たなプラットフォームも、外資系

だけではなくて、日本の中でも新たなプラットフォームが、キャリアをまたがって使え

るようなプラットフォームが出現するということも想定できると思います。 

  以上がモバイルですけれども、もう１つは、ＮＧＮのオープン化によるサービス競争

の促進について説明したいと思います。10 ページをお願いします。ＮＧＮは、先ほども

ソフトバンクさんが触れられましたけれども、ＮＴＴ東西さんのアクセス網と一体的に

構築され、ラインシェアリングといったようなアクセスのシェアに対して、今は開放が

できていません。 

  これを、10 ページのスライドのようにＧＣレベルで接続できれば、ＤＳＬで起こった

ように更に競争が促進し、創意工夫のきいた、大規模から中小規模の事業者が参入でき

るような競争を活性化することができると思います。次のページの 11 ページですが、例

えばラインシェアリングができると何が起きるかというイメージでございます。今は、

ＮＧＮであれば、電話もテレビもインターネットも、インターネットの一部上流は違い

ますけれども、すべてＮＴＴさんが直接提供するというところでございますけれども、

これを、電話はＮＴＴさん、テレビは全く違う事業者が、それから、インターネットも

ＧＣレベルまでほかの事業者が提供すると、そういった個別のいろいろな分野、ばらば

らの分野で競争が促進できると思います。 

  12 ページをお願いします。以上、周波数のイコールフッティングの確保、それから、

市場支配力に応じた段階的なドミナント規制、端末のオープン化による利用者利便性の

拡大、最後に、ＮＧＮ上でのラインシェアリングによるサービス競争促進について、是

非これからご検討いただきたいと考えております。以上でございます。ありがとうござ

いました。 

山内主査） どうもありがとうございました。 

  それでは、次に、日本通信株式会社さんよりご説明願いたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

日本通信） おはようございます。私は日本通信の三田聖二でございます。22 年前に初め

て日本に携帯電話を紹介させていただいた人間として、冒頭で歴史の背景を少しだけ話

させていただいた上で、もっとまともな話をうちの福田からさせていただきたいと思い

ます。 

  まずこの議論ですけれども、私どもも含めてですけが、総務省、また旧郵政省時代か

ら、唯一日本の経済を再復活させる、経済的に反応できる、影響できるような産業は、

今後には移動体通信ではないかという考えで、10 年前ですけれども、2001 年にＩＭＴ2

000 ビジネスモデル研究会で、第３世代になってデジタルの世界になったらどうなるの

か、今のインターネットはどうなるのかということの議論を、相当の詳しいレベルで皆

様と一緒にさせていただいた上で、ＩＭＴ2000 のサービスのイメージができ、ＭＶＮＯ

ガイドラインも完成し、今日議論されているいろいろな状況は、この皆様の努力の結果

だと理解していただきたいと思っております。それは事実だと思っています。 

  日本通信は、これらを根拠として、３年前に、３Ｇとの接続が済んだ後、黒字転換で
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き、きちんと通信事業者としてサービスを提供できるような会社になりました。つまり、

わずか数十億円の金額を投資家が投資して、一人前の会社として新規参入事業としてで

きるような事業モデルを、総務省の皆様またはこの研究会の皆様が考えた上で進めさせ

ていただいてきているということです。 

  それに対して、この震災の後に日本の経済をどう再復活させていくかということを考

えていただくならば、次世代インターネットをモバイル化していなければいけないのだ

ということです。そのことを意識して、総務省がこれだけ 10 年前から様々な戦略を打っ

て、いろいろな作業をして、我々も協力させていただいてきているということでござい

ます。 

  その中で、日本が電波のオークションをしなかったという結果として、ヨーロッパか

ら見れば７年ぐらい、日本は技術が進んでいるということです。アメリカからは 10 年ぐ

らい、日本の移動体通信は進んでおります。日本は世界のリーダーシップをとっており

ます。それはもちろんドコモさん等の通信キャリアさんが真剣にビジネスモデルを構築

されたということもあります。日本がリーダーシップをとっているところで、フォロワ

ーに対しての比較をやめてほしいのです。米国はこれをやっている、欧州はこれをやっ

ているというのではなくて、日本がリーダーシップをとっているのですから、リーダー

シップをとっているときには、リードされている人たちの根拠を使ったら大変なことに

なりますから、それだけをお願いします。 

  また後で一言申し上げたいと思い、私がお伝えしたいことを９ページにまとめておき

ましたが、これから福田がもっとまともな話をさせていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

日本通信の福田でございます。お手元の資料の２ページをお願いいたします。まず、

モバイル競争という、モバイルの分野での競争促進を考えたときに、そもそもの問題と

して、まず顧客視点側という上から見たときと、設備視点という両側があると思います。 

  顧客視点側から見たときに、これは経済原則の当然のことであって、サービス競争を

起こすためには事業者がたくさんいないと駄目で、これは多ければ多いほどいいわけで

す。３社、４社、５社が競争したとしても、それはやはりなかなか競争が激化してこな

い。20、30 という事業者が出てこないとそれは意味がないのではないかということが１

つあります。 

  一方で、それを設備として考えたときに、周波数を 10 社、20 社、30 社に出して、20

社、30 社が基地局を打ったらいいのですかといったら、それも違うと思うのです。これ

はいわゆる社会資本として最適な数字があるのでしょうということで、そういった意味

では、今現在でもこの３社様が中心に、これで 98％になろうかと思いますが、ほとんど

の顧客を保有しています。そして、それぞれに対してはいわゆる数兆円の投資が必要だ

ということでございます。 

  このある意味でのジレンマ、いわゆる競争政策という意味では事業者を増やした方が

いい、ところが、設備の観点からはそう簡単に増やせないという問題があります。次の

ページ、３ページをお願いします。この点に対して、基本的には、事業者としてモバイ

ルサービスを提供しようとしたときに３つの方法があろうかと思います。 
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  まず、１点目は、周波数免許を得て事業者としてやっていく、基地局設備などを設置

していくということです。２点目としては、欧米型の卸契約でやるＭＶＮＯ、俗に言わ

れるＭＶＮＯ、バージンモバイルに代表されるものですが、こういったやり方です。そ

して、Ｃとして、いわゆる接続による、これは日本通信などでやらせていただいている

日本型のＭＶＮＯです。 

  ここで非常に重要だと思いますのは、必要な投資規模あるいは事業規模が、ＡやＢの

場合は数兆円あるいは数千億円、最低でも、1,000 億にかなり近い、数百億円の事業規

模なり投資が必要になるということです。それに対して、日本でまさに新しく開かれた

やり方というのは、数十億円の規模で投資、あるいは事業規模としても十分成り立つ、

これが可能なために、今、多くの方が参入してきているという事実がございます。 

  ４ページ目をお願いします。この図にあるように、設備、通信網を持たれている、そ

して、通信サービスと端末をセットにしてサービスをされている携帯事業者様がいらっ

しゃいます。その中で、ＭＶＮＯ事業者というのは、この設備をお借りする形で、通信

サービスをお客様に提供する。また、端末は端末で、今、メーカーさんが徐々にメーカ

ー端末として出し始めているというような動きになっていると思います。 

  その中で、通信サービス事業者は、ここ数年で非常に急速に、３社、４社のキャリア

さんがサービスをやっていた時代から、今、どうでしょう、ある程度活動しているＭＶ

ＮＯといったものが 30 社、40 社という規模で行われるようになっています。その中に

は非常に大手の企業さんも含めてサービスがスタートをしてきており、これらが顧客サ

ービス競争をすることで、価格の低廉化あるいはサービスの多様化が始まっております。 

  ２点目としては、そういった日本の環境を見て、従来、日本ユニークな端末だったも

のが、スマートフォンの影響によってグローバル端末化してきている。そこにさらにＳ

ＩＭロック解除ということもあって、いわゆるグローバル端末化が起こっている。ただ

一方で、ＳＩＭロックを解除したものでも、ＡＰＮがロックされている。したがって、

そのキャリアさんしか実際には接続できないような端末が出回っておりますので、そう

いう新たな課題も出ているということです。 

  もう１つ、ダムパイプ化というようなご意見もあろうかと思いますが、これについて

は、いわゆる設備、基本的に国民共有の財産である周波数を借りて、利用している。そ

この収益という部分に関していえば、原価プラス適正利潤という形で接続になっており

ますが、この適正利潤幅、この利潤がどうあるべきかという議論ではないかと考えてお

ります。 

  ５ページ目をお願いします。この中で、設備を設置されている携帯事業者、私どもＭ

ＶＮＯ、サービス事業者の関係で見たときに、まず１点目として、設備部分から得られ

る収益、これ自体は適正なレベルにないといけないだろうと思います。当然ながら、今

後の設備投資というのを、やはり設備、周波数を持たれてやっている方には、全国津々

浦々までつながるネットワークを是非構築していただきたい。そのためのインセンティ

ブになるような適正な利潤レベルが必要だと考えております。 

  一方で、この中で、携帯事業者とＭＶＮＯ事業者との協議という部分を民々にゆだね

るというのは、到底不可能なことでございます。これは何年か前の総務大臣裁定におけ
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る部分で、Ａ社、ここは加藤常務がご出席されているので名前は挙げなかったですが、

前任の方の時代でございますが、総務大臣にあてた書面を是非もう一度読んでいただき

たい。そのときにご主張されていた金額は２億 6,000 円万円でございます。最終的に出

た結果というのは 1,500 万円です。1,500 万円に対して２億 6,000 万円というのを総務

大臣に対して主張されているというような事実の中で、これは民々でやるのは非常に難

しいということです。まして、これはドコモさんとソフトバンクさんというような大手

同士がやってもいろいろな問題があるとお聞きしておりますので、そういった意味では

ここの部分はなかなか民々では解決が不可能だという一例だと思います。 

  ３点目としては、これは当然、携帯事業者様はサービス事業部門をお持ちのわけで、

端末と通信サービスを提供している。私どもは通信サービスだけを提供しているという

部分ですが、そこに対してイコールフッティングという形をとっていただきたい。そう

しないと、いわゆる競争環境としては適切なものにならないというようなものでござい

ます。 

  次の６ページ目でございます。これはいわゆる携帯事業者様の場合、左側の設備の中

にある機能を使ってプラットフォームを構築されて、それによって通信サービスを提供

される。一方で、プラットフォームに使う機能として、ＭＶＮＯとして現在使えるもの

と、使えないものがございます。 

  例として使えないものというのは、パケット通信において端末を呼び出す機能です。

例えば地震速報みたいなものを流したいというサービスをＭＶＮＯがつくろうとしたと

きに、端末を呼び出すということがパケット通信ではできていない。ただ、機能として

は、キャリアさんはお持ちのわけで、そういったものも使わせていただけると、サービ

スとしてよりいろいろなものをつくれる。あるいは、端末の固有の番号や位置情報とい

ったものについても、キャリアさんは当然お持ちで、それを使ったサービスをされてい

る。一方で、私どもはそこについては使わせていただけていないというような状況があ

りまして、こういったところをどうにかしていただきたいという点があります。 

  ７ページ目であります。今、グローバルで競争として起きている部分というのは、例

えばアップルがアップルストアで iPhone を売ります。そのときに通信サービスも含めて

全部自分で、例えばアップルがＭＶＮＯとしてやりますというようなことを、きっとア

ップルは考えているということです。消費者から見たときに、それはどうなるかといっ

たら、大変よろしいことではないかと私は思います。なぜかといえば、消費者からすれ

ば、一番頼れるそこのお店に行って全部完結するわけですから、その顔というのがアッ

プルになるということは非常に自然ななりゆきでございまして、何も携帯事業者がすべ

てのお客様に対しての顔という時代ではないのではないかと思います。 

  そういった意味では、例えば携帯事業者様のショップに行って、契約をされる方もい

る。あるいは、ＭＶＮＯ事業者から購入する方もいる。あるいは、私どもはソニーとか

ＨＰさんと組んでやっておりますが、アップルなりソニーなり、そういったメーカーさ

んが顔として通信サービスも提供していく。あるいは、端末販売している会社が顔とし

て通信サービスも提供していく。私どもは先週金曜日からイオンさんと組んで、イオン

さんのブランドで通信サービスを始めておりますが、そのような販売をされるところに
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おいても、顧客接点というのは、これは多様化すればするほどいいのではないかと思い

ます。その動きが今、世界で起きているわけですから、この動きに対して対応していけ

るということが、グローバル競争への第一歩になると考えております。 

最後に一言申し上げたいのですが、皆様がこの内容に対して議論していただくときに

は、我が国の経済レベルでの話題として議論していただきたい。この業界がどうなるか

ということより、本当にこの業界が基礎として、日本の経済に対してどのように反応す

るかというように考えていただきたいと私は思っております。 

  この業界のこれだけの大きさの売り上げ、または金額の大きさがどこから来ているの

かということをよく考えていただきたいと思います。これは皆一人ずつの消費者からで

す。日本人の方たちの働いたお金、貯金またはアルバイトとか、そういうお金でこの業

界が立っているのではないでしょうか。その人たちがどのように思っているか。 

  キャリアさんがすべて次世代のインターネットの社会をこれから立て上げていくとい

うことでしたら、正直言ってそれは不可能です。消費者の信用は、３社、４社というと

ころでは足りないですから。信用できるブランド、またはメーカーさん、または店、何

でもいいですけれども、信用をベースとしてこの産業を広げていって、経済的に日本の

経済を再復活させるということに対して検討評価していただきたいということです。 

  先ほど福田がアップルのことを申し上げましたけれども、アップル社は、彼らとして

は端末を売りたい。端末を強化して、消費者の皆さんに楽しんでもらうということに対

して、通信はダムパイプということは私は嫌いなのですが、部品としても考えられると

いうことがあるのではないでしょうか。電力も部品ですから、どうして通信も部品とし

てメーカーさんは使えないのかというような発想で考えていただきたいということです。

もう時間を超えたので、このぐらいで終わらせていただきますが、よろしくお願いいた

します。ありがとうございます。 

山内主査） ありがとうございました。 

  それでは、次に、株式会社ミクシィよりご説明をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

ミクシィ）  株式会社ミクシィの安部でございます。よろしくお願いいたします。本日

はこのような機会をいただきまして、大変感謝しております。 

  今まで、皆さん、キャリア様とかベアラーのレイヤーの方々からのご意見だったと思

うのですが、若干視点を変えまして、上位レイヤーからブロードバンド普及促進に対し

てどういうふうに貢献ができていくのかというところを述べさせていただきたいと思っ

ています。 

  めくっていただきまして、目次でございますが、ミクシィの概況をまず申し上げます。

というのは、サービスの内容を正しく理解いただけないと、この後申し上げる、規制と

いうものがあまりよろしくないというところも、なかなか議論の俎上として上がってこ

ないと考えています。我々のミクシィの概況と、世の中のアプリケーションレイヤーで

の流れに触れさせていただいて、その後で、我々、ソーシャルネットワークサービスを

提供させていただいているわけですけれども、そういうデバイスとかネットワークとの

関係、最後に、グローバルな競争環境に向けてという形で終わらせていただきたいと思
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っております。 

  最初の方は数字の話ですので、まずめくっていただいて、４ページに行っていただき

ます。まず、我々のサービス、ミクシィが今どういう状況かというところを書かせてい

ただいています。登録のユーザ数で 2,300 万人強おりまして、月間のログインユーザ数

で 1,500 万強でございます。大体 70％というアクティブレートという形で、非常によく

使われているということをご理解いただければと思います。 

  続いて５ページですけれども、スマートフォンでのユーザ数の伸びを記載させていた

だいております。こちらでも月間のログインユーザ数という形で触れさせていただいて

おりますけれども、４月時点で約 300 万人を超えた程度でございます。 

  続いて、めくっていただきまして、６ページ。これはなかなかわかりづらいチャート

でございますので、若干説明をさせていただきます。ミクシィというのは、ソーシャル

ネットワークサービスという形で、人とコミュニケーションをとるようなサービスです。

コミュニケーションをとる手段として、日記とか、ツイッターライクなボイスとか、そ

ういうものを用意させていただいております。それらに対してユーザ様がどれだけの投

稿数をしてきたかという数字を示しておりまして、これが先ほど申し上げた、月間で70％

程度のアクティブな方々がご利用いただいていて、これぐらいのアクティビティーをや

っているという形でご理解をいただければと思います。これは月間７億数を超えている

という形でございます。 

  最近、日経の報道とかで、フェイスブックが実名、ミクシィが匿名であるというよう

なお話をよくいただくのですけれども、こちらのグラフが示していますのは、ミクシィ

で実際に知っている人とつながっている比率はどのぐらいかという形で書いてございま

す。こちら、実際の知り合いとつながっているのが 81％。フェイスブックですと、それ

が 60％で、ツイッターだとそれが 50％を切るという形になっています。これが、最後に

出てくる、友人間のコミュニケーションツールとしてミクシィは使われているのであっ

て、必ずしも知らない他人とつながるようなものではないというところの根拠であると

いうことをご理解いただければと思います。 

  めくっていただきまして、９ページ目です。ソーシャルの潮流という形で、ここから、

アプリケーションレイヤーでどういうことが起きているのかということに触れさせてい

ただきたいと思います。「情報経路が検索サービスからソーシャルメディアへ」と書かせ

ていただいています。これは大変腹立たしいのですが、競合他社であるフェイスブック

さんと検索サービスのグーグルを比較したチャートでございます。 

  ニュースのサイトにグーグルの検索からやって来るのか、それとも、フェイスブック

で友達とシェアされたものを見てくるのかというものの差になってございます。こちら

赤線の方が、フェイスブック経由でニュースサイトへ飛んできたトラフィックでござい

ます。なので、検索サービスを使って特定の目的のサイトへ行くよりも、現在はソーシ

ャルネットワークを使って目的のサイトに行くという形で情報経路が変化してきている

という形でご理解をいただければと思います。 

  参考までに、我々も外部サイト、例えば日経新聞さんとかいろいろなサイトさんでミ

クシィチェックボタンというものを置いていただいているのですが、３月の時点で 4,50
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0 と書かせていただいておりますけれども、これが４月の時点で 5,500 ぐらいになって

きております。なので、日本でもソーシャル化がどんどん進んできているという形にな

ります。 

  11 ページに行っていただきます。これまではウエブサイトでどのようにコミュニケー

ションをとるかという話ですけれども、海外とかグローバルで見ますと、実はＥメール

の代わりにソーシャルネットワークを使っているという形がトレンドとして定着をして

きている。こちらはモルガンスタンレーさんの資料を流用させていただいていますが、

左側のグローバルユーザーズというところ、ソーシャルネットワークを使ってコミュニ

ケーションをとっていますよというユーザの方が、Ｅメールを使ってコミュニケーショ

ンをとっているユーザ数よりも増えたというところのチャートでございます。右側の方

が、どれだけの時間をそこに割いているというところで、こちらもＥメールをはるかに

しのいで、ソーシャルネットワークを使っていただいているという形でございます。 

  めくっていただきまして、12 ページです。デバイスのソーシャル対応という形で書か

せていただいております。ここに挙げさせていただいている左半分が、いわゆるデバイ

スでございます。スマートフォン、タブレットのほか、例えばプリクラの機械、情報家

電、デジタルカメラ、そういったものからミクシィに対して投稿ができるという流れも

ありますし、あと、各アプリケーションの方からミクシィ対応をして、友達が一体どう

いうアクティビティーをしているのか、友達がどういう遊び方をしているのかというの

も共有ができるという形のものになってきてございます。 

  めくっていただきまして、14 ページですけれども、こちらが、総務省さんの谷脇様も

おっしゃっているわけですけれども、いわゆるエニーデバイス、エニーネットワークと

いうところで、どういうようなアプリケーションを提供できるのかというところです。

先ほど申し上げたソーシャルな流れというところで、デバイスがソーシャル化していく

ことによって、ユビキタス化が一歩先に進んでおります。ですので、ＰＣからでも、タ

ブレットからでも、先ほど申し上げた情報家電からであっても、ミクシィにはアクセス

ができて、そこで友人とのコミュニケーションをとっているというのが既に実現されて

いることでございます。こういったことがもしユビキタス化だということで定義がされ

るのであれば、我々としては一歩先を進ませていただているという形でございます。 

  競争環境の促進というところで、１つ、我々から申し上げたいのは、ネットワークを

超えたプラットフォーム拡張というところでございます。先ほど来、アップルの話が出

ていますけれども、そういうサービスレイヤーでのクラウド化が急速に進む中で、認証

とか課金プラットフォームというところで、ネットワークを超えたプラットフォームを

構築することは急務であるという理解でおります。 

  我々もミクシィプラットフォームという形でサードパーティーの皆さんといろいろや

らせていただいているのですが、ここを作るときに、ＰＣのユーザさんが使える課金プ

ラットフォーム、モバイルのユーザさんが使える課金プラットフォームという形で分離

されておりまして、統一したようなユーザ体系が提供できないという問題を含んでいま

す。 

  特に課金のプラットフォームのところを見ていただければと思いますが、国際的なプ
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レーヤーで、決済手数料が例えば数％前半、５％未満みたいなところがあるのですが、

決済手数料だけで見れば、我々、日本で使わせていただいている 10％内外の決済手数料

というのは非常に高くなっています。これは消費者さんにとっても廉価なサービスを提

供できませんし、我々コンテンツレイヤーにいる者としても、事業資金というところで

確保ができていかないという形になってございます。 

  めくっていただきまして、こちらがプラットフォーム協議会で示された方針で、いわ

ゆるモバイルの決済手段を多様化することによって、どんどん消費者の利便性を向上し

て、廉価なレイヤーサービスを提供していこうではないかかというのが指針であったよ

うに理解をしております。現状は右のような形になってございまして、一部のキャリア

様はご理解をいただいて、外部決済等々も進んで、導入ができているのですが、なかな

かすべてはうまくいっていないという形になっていまして、ここの自由化をもう少し進

めていただきたいなと思っております。 

  めくっていただきまして、18 ページです。グローバルな競争環境に向けてということ

で、３月 11 日のときにどのようにミクシィが使われたのかというところで記載をさせて

いただいております。もちろんベアラーの皆さんが接続をきちんと担保していただいた

上で我々のレイヤーはワークしますので、当然その皆様には感謝を申し上げているとこ

ろでございますけれども、実際にコミュニケーションとして発生したのが、友人のペー

ジであれば、安否情報の確認に使われています。ＰＣだと 90％増、モバイルだと 100％

増というような形であったりだとか、近況を短い言葉で伝えられるようなサービスがあ

るのですが、それだと投稿数が約８倍に伸びていたりとか、細かい数字は割愛しますけ

れども、地震災害時に極めて有効にソーシャルネットワークを使っていただいたという

形になってございます。今後もプラットフォームは拡張していきたいと思っていますの

で、ユーザ様に心地のいいコミュニケーションを提供していきたいと思っています。 

  そのような中で、グローバル競争環境としましては、先ほども申し上げましたような

フェイスブックであったり、ツイッターであったりとか、いろいろな競争相手が出てき

ていて、非常に厳しい競争環境に追い込まれています。そのような中で、例えば従来の

公式サイトの規制とか、外部リンクの規制、ＳＮＳチェック、もろもろあるのですが、

そういったことを課されると、非常に我々としても負担が大きいということになってい

ます。 

  申し上げたいのは、ミクシィというのは、知人、友人とコミュニケーションをとるツ

ールであるにもかかわらず、不特定多数の人間とさもつながるかのような誤解をされて

いて、そういったところでの規制強化が非常に厳しいと思っています。フェイスブック

であったり、ツイッターであったりだとかというものが入ってきたときに、例えばキャ

リアさんの規制で、フィルタリングを一部緩めていたりするのですが、それであれば、

同一視されるべき我々のサービスはどうしてフィルタリングの対象でなくならないのか

というところで非常に歯がゆい思いをしている。ですので、極めてグローバルな競争環

境においては、グローバルなプレーヤーには非常によい規制になっておりまして、逆に

国内のプレーヤーに対しては厳しい規制となっています。 

  こういったものをきちんとなくしていって、アプリケーションのレイヤーでの競争環



21 

 

境を整えていただかないと、いつまでたっても、高速道路はあるけれども、道路の上に

車がいないというような状況は変わらないと思っています。そういう、時代にそぐわな

いような規制とか、非対称性を持つような規制はどんどん撤廃をしていただきたいと思

っています。 

  最終的に申し上げたいのは、結局、ブロードバンドの促進を考えたときには、やはり

ベアラーの方から上位のレイヤーを含めたエコシステムの構築をきちんとしていかなけ

ればいけないでしょうと思っています。アプリケーションレイヤーでソーシャル化とい

う部分は世界的な流れでやっておりますので、競争環境も激化しています。国内勢であ

る我々というのは、国内でいろいろなパートナーさんと一緒にやらせていただいて、ど

んどんそういったところの、アプリケーションレイヤーでのＩＣＴの上を走る車をつく

っていきたいと思っておりますので、ここは皆様と協力をしながら、かつ、不適切な規

制を外しながら、どんどんやっていきたいと思っています。 

  最終的には、最後に参考としてつけさせていただいておりますけれども、海の向こう

でオバマ大統領がこういうこともおっしゃっているのですが、こういった環境を一刻も

早く日本でもつくりたいと我々は思っているという形で締めさせていただきたいと思い

ます。ありがとうございます。 

山内主査）  どうもありがとうございました。 

  それでは、最後になりましたが、一般社団法人融合研究所よりご説明をよろしくお願

いいたします。 

融合研究所）  慶応大学の菊池でございます。本日は、一般社団法人融合研究所の理事

として発言させていただきます。 

  お手元の資料の１ページを開いていただきまして、今、ミクシィさんからご説明があ

りましたモバイルプラットフォーム協議会を、2009 年に、課金・認証機能を担うモバイ

ルプラットフォームの相互運用性、多様性を促進するために開催いたしました。事務局

は一般社団法人融合研究所が務めまして、構成員は、ドコモさん、ＫＤＤＩさん、ソフ

トバンクさん、ウィルコムさん、イー・モバイルさん、それから、モバイル・コンテン

ツ・フォーラムさんとオープンモバイルコンソーシアムという、コンテンツ、ＣＰ系の

団体でございます。 

  協議会といたしまして、モバイルコンテンツにおける課金手段の提供に関するガイド

ライン、先ほどミクシィさんからありましたガイドラインを 2009 年 12 月末に公表して

ございます。この後の内容につきましては、協議会のコンテンツ系企業等による、社団

内での勉強会の検討に沿ったものでございます。 

  次ページ以降、課金関連の課題について詳述いたしてございます。大きく２つござい

まして、通信事業者さんとＣＰ、コンテンツプロバイダーとの間、それから、ＯＳレイ

ヤー、――グーグルさん、アップルさんとＣＰとの間に分けて、課題を記載してござい

ます。 

  時間が限られていますので、お手元の資料５ページをおめくりいただければと思いま

す。2009 年までは、モバイル公式サイトにおきまして、携帯電話事業者さんの決済手段

として、外部決済が認められておりませんでした。これが、2009 年末に協議会でガイド
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ラインを公表し、2010 年７月からドコモさんが外部決済の導入を認められたといったも

のでございます。 

  一方で、まだ課題が残ってございまして、一部の事業者さんによっては外部決済の導

入を容認していないということや、価格設定の自由度が制限されているといったような

ことがございます。この懸念、影響としましては、ユーザの多様なニーズや利用形態に

こたえるため、更なるガイドラインの推進が必要であるということとか、コンテンツプ

ロバイダーの価格設定の自由度を高めていただきたいといったことでございます。 

  それからもう１つ、ＯＳレイヤーとＣＰの間でございます。スマートフォンにおきま

しては、グーグル社のアンドロイド、アップル社のｉＯＳをはじめとしましたＯＳレイ

ヤーを握る事業者が、アプリケーションのマーケットを運営するケースが多くございま

す。 

  実際に９ページ以降に具体的な事例を書かせていただいております。アプリマーケッ

トにおきましては、アプリ内での課金は、原則としてアプリマーケット提供の決済手段

しか利用できないことでありましたり、アプリがＰＣや携帯電話のウエブサービスにお

いて利用されている仮想通貨とかポイントと連携することが禁止されているといったこ

とでありましたり、アプリマーケットの規約、ガイドラインの解釈が極めて不明瞭であ

りまして、事前予告や注意喚起がなく、アプリの掲載停止が行われるといった事実が数

多くあります。 

  これらの懸念といたしましては、ユーザの多様なニーズ、利用形態にこたえられてい

ないといったこととか、ウエブサービスを利用してこられたユーザの利便が損なわれる

おそれがあるといったこととか、規約の解釈におきまして表現等の委縮が懸念されると

ころでございます。 

  ２ページに戻りまして、今後の方向性としましては、別レイヤーの事業者間での諸問

題を公平に協議する場とか、相談する窓口、制度等の整備を進めるべき段階であると思

慮しております。特にＯＳレイヤー――グーグルさん、アップルさんとＣＰとの間の協

議におきましては、日本国内でのアプリマーケットの運営事業者と制限事項に関して事

前に協議すること自体が困難となっておりまして、深刻さを極めてございます。 

  最後、３ページであります。課金関連以外としまして、勉強会のメンバーからの意見

としては、異なる通信回線をＭＶＮＯが一体として利用者に提供できるように、通信回

線を提供する事業者とＭＶＮＯとの間の諸条件を整備すべきではないか、海外では、デ

ザリングが可能な通信端末に関して、利用者利便にかんがみ、国内の利用制限を緩和す

べきでないか、スマートフォン等の初期設定段階でプラットフォームサービスのメール

アドレスが必要になることというものがありますが、海外で報道されておりますとおり、

プラットフォーム事業者側が位置情報等を利用者の同意を得ることなく収集していると

いう事実も散見されますことから、利用者プライバシー保護等にかんがみ、特定のメー

ルアドレス等を入力することなく、スマートフォンなどの初期設定が可能なようにすべ

きでないかといった意見もございました。 

  最後、まとめでございます。利用者利便、それから、競争環境整備等にかんがみまし

て、いわゆるプラットフォーム事業者――アップルさんとかグーグルさんのような事業
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者への何らかの規律を電気通信事業法制は検討すべき段階に入ったのではないかといっ

たことでございます。以上でございます。 

 

山内主査） どうもありがとうございました。 

  それでは、すべての説明が終了いたしましたので、これから質疑応答の時間に移りた

いと思います。ご質問等がある委員の方は、挙手の上、ご発言願いたいと思いますが、

いかがですか。 

根岸臨時委員） 根岸と申します。質問してすぐ退出するのは大変申し訳ありませんが、

失礼をお許しください。 

  今日の話の中では、かつて移動体といいますか、携帯の料金設定権という問題の紛争

があったと思いますけれども、そのような問題は、今はどのようになっているかという

ことについてお話をいただきたいと思います。私の考えでは、やはり競争政策にとって

はかなり重要な問題であると思っているのですが、できましたら、ドコモ様、ソフトバ

ンク様にお願いしたいと思います。 

ＮＴＴドコモ） 料金設定権といいますと、例えば発信側が料金を決めておりますという

ことですね。着信側の事業者さんの場合はアクセスチャージを通じておりますが、私ど

もの場合は、他事業者さんも、自網内の料金も、私どもが同じ料金に決めさせていただ

いているというところがございます。 

  それから、私どもはＭＶＮＯさんからたくさんご利用いただいていますが、もちろん

これはＭＶＮＯさんがお決めになっているという意味において、どちらかというと、利

用者を管理しているところが料金を決めていると言った方がよろしいのでしょうか。あ

る意味ではぶつ切り料金ではないという言い方をした方がいいのか、少し説明に窮する

ところでございます。 

根岸臨時委員） そうすると、前にあった紛争というのはなくなったということでしょう

か。 

ＮＴＴドコモ）  例えば、どの紛争のことに対してでしょうか。 

根岸臨時委員） 料金設定権がもともと発信側でないといいますか、着信側で決めていた

とか、そういう問題があったように思いましたが。 

ＮＴＴドコモ） 昔、例えばＭＶＮＯさんの料金設定だとか、固定のときの中継事業者さ

んのときの料金設定のことだとかいうのは、昔、少しトラブルがあったような気がして

おりますけれども、あまり記憶は定かではありません。現在のところ、少なくともその

件においてはトラブルはあまりなく、問題は発生していないという認識でございます。 

根岸臨時委員） わかりました。 

ソフトバンク） 大体ドコモさんと同じですけれども、逆向きという形の設定もできます。

それから、選択中継のサービスといったこともございますので、一応そういったところ

は改善されているのではと思っております。 

根岸臨時委員） 先ほど日本通信のご説明の中で、料金のことについて、最後の方に若干

言及がございましたが、それはどういう状況があるからそうなっているとおっしゃった

のか、お聞きしたいと思います。最後の方に、料金が同水準というところがあり、それ
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がおかしいのではないかというようなことが書いてありましたが。 

日本通信） 私が正論外ではないかなと思ったのは、競争があったら料金は統一されてな

いということではないですか。皆が 980 円で統一しているということは、競争がないと

いうことではないですか。これは談合ですよ。 

  産業としての移動体通信事業というものは、私が初めて 23 年前に日本に戻ったときに

はわずか 80 万人のお客さんであったのが、急速に今の状況に 15 年間で育ってきている

ところで、いろいろな規則とか、例えば先ほどの加藤常務の料金のことでもそうですけ

れども、一気に変えられないから、少しずつ移行していかなければいけない。ですから、

いろいろ問題がありました。 

  例えば、固定通信の料金を根拠として移動体通信をやろうとしたが、それがうまくは

まらないので、例えば Land to Mobile とか、Mobile to Land ということに対して、ど

のように料金を設定したらいいかと混乱もしましたけれども、総務省さんの皆さんの努

力でそれはほとんど整理できていて、ＭＶＮＯガイドラインの中でも、例えばＭＶＮＯ

の相互接続の場合には、ＭＶＮＯに料金設定権があるという結論をいただいています。 

  サービス設定権、これはまた非常に重要ですけれども、サービスを定義して、それに

対して幾らチャージするかということです。端末の自由ということもあるのですが、私

どもが提供している端末については、ドコモさんが一切見てもない端末を我々はつなげ

させていただいております。それだけ協力させていただいて、うまくいっているという

ことがあります。 

  先ほどの料金の問題というものについては、競争が整っていないというふうに私は申

し上げたいのです。なぜかというと、例えばドコモさんの場合には、おそらく 10 兆円ぐ

らいの設備投資をなさっていて、ソフトバンクさんはその 10 分の１ぐらいの投資しかし

ていないところで、同じ料金で競争し、同じサービスを期待できるというのはおかしい

ではないですか。同じサービスでないところで同じ料金で、消費者をだましているとい

うことはけしからんのではないですか。そういう状況のことを私は言いたかったのです。 

根岸臨時委員） ありがとうございました。どうもすみません。 

山内主査） よろしいですか。はい。 

ソフトバンク） 今の件で２点ほど申し上げます。まず、10 分の１ということはありませ

んし、サービスがとんでもないというのは当たらないと思います。 

  それから、料金がイコールだから談合かということについては、私は経済学専門では

ないのでよくわかりませんが、例えばスーパーを見ていても、よそのスーパーを見て、

よそが低ければそこに合わせるといったことはあります。私どもは現実に、他社さんが

値下げをしたら 24 時間以内にそれに合わせるという、これがいいかどうかは別として、

そういったこともやってきた。それから、最初にホワイトプランという形で値下げをさ

せていただいた。いろいろなことをやってきた結果でございます。 

  ちなみに、ドコモさんの資料の 14 ページでいうと、「ＳＢＭ980 円」とありますが、

私どもはミラー的にやるプランも持っておりまして、実は 780 円というプランもござい

ます。ですから、それがイコールだから談合だと言われるのは違うのではないかなと思

います。 
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山内主査） ほかにご質問はいかがでしょうか。 

酒井主査代理） １点、簡単な質問ですが、イー・アクセスの資料で「ラインシェアリン

グ」という言葉がありますが、これはＧＣ接続というか、わからなかったのですが、こ

れは８分岐とかそういったものと同じような考え方を持っておられるのでしょうか。そ

れとも、別のレイヤーということなのでしょうか。 

イー・アクセス） １つの形態が８分岐ということですけれども、まずＮＧＮという全体

のサービスの中でＧＣ接続的なものを実現して、一本一本、お客様へロジカルにアクセ

ス線を提供できるようにしていただきたいという意味で、８分岐の話とは重複しており

ます。 

酒井主査代理） わかりました。それから、今回のところで、従来の議論と違って、かな

り上のレイヤーからの話がいろいろあり興味深かったのですが、ミクシィさんにも書い

てありましたけれども、最後のところにプラットフォームの規制とあります。私は最初、

通信事業者のプラットフォームに対する規制かと思っていたのですが、そうではなくて、

グーグルとかアップル、そこらまで含めた方がいいのではないかというところが最後の

ご提案だと思ってよろしいわけですね、全部含めて。 

ミクシィ） はい、結構です。グーグルさん、アップルさんのことは、融合研究所の方が

おっしゃっていたと思うのですが、我々からすれば、課金プラットフォームを持ってら

っしゃる方々というのが、割と公正で平等な競争環境になっていただければ、それは消

費者の方々の利便性がより上がるという理解でおります。 

山内主査） よろしいですか。ではどうぞ、井手委員。 

井手委員） ソフトバンク様にご質問です。10 ページのところに、移動体アクセスにおけ

る課題ということで書かれております。その中に、ネットワークシェアでコスト削減と

いうことがありましたけれども、今回のこういう震災の教訓もあり、やはりネットワー

クというのは、無駄かもしれないけれども、二重三重、あるいはいろいろな媒体で構築

しておくということが必要なのではないかということです。 

  その意味で、ネットワークを共有していくということは、確かにコスト削減にはなり

ますが、一方で、例えばイー・アクセスの提言にもありましたけれども、周波数を割り

当てられている限りにおいては、やはり設備投資を積極的にやるということも必要なの

で、その点、このネットワークシェアリングというのはヨーロッパ等々で事例があるの

かもかもしれませんけれども、日本でこういうことを積極的に進めていくということに

ついて、私は考え方がちょっと違うというふうには思っています。 

  一方で、やはりイー・アクセスあるいはソフトバンクの中で、ＳＩＭロック解除とい

うことがありましたが、その点は、こういった設備共用とあわせて、ソフトバンクさん

はどのように考えられているのかというのを教えていただきたい。 

ソフトバンク） まず、ネットワークシェアリングの話ですが、これはルーラルエリア、

それから、アーバンエリア、そういったところをある程度区別して考える必要があるか

と思っております。私どもの資料でいいますと、最初の方、３ページ目にございますが、

右側の絵で「地方部」と書いてあるところが実はまだ結構ございます。これは私どもに

限らず、事業者全体を合わせてもまだかなりございます。ですから、そういったところ
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をどのように整備していくのかということでのコスト削減は必要であろうと思います。 

  そのときに、先生おっしゃるように、対災害性とかそういったところを考えてどうす

るかというのは議論としては当然ございますが、ないよりはましと言うとあれですけれ

ども、とにかく広げていくための手段としては十分考える必要があるだろうということ

です。それをシェアして、なおかつ、ディザスター等に強いような、ロバストなネット

ワークにするというのはまた別の課題としてあるのではと思います。 

  周波数をもらった者は投資するべきだというのは当然でございますけれども、ただ、

無駄に投資をしても仕方がないので、特にこれから広げていくエリアに対しては、いか

に効率的にやるかという議論が必要ではないのかと思っているところでございます。 

  それから、ＳＩＭロックの話がございましたけれども、これは端末のところの話でご

ざいますので、それをどうするかというのは、ネットワークのところとは別かと思って

おります。私どもも別のところでは申し上げておりますけれども、例えばローミングの

ような形でやるということができれば、特段、ＳＩＭロック解除といったことを考えな

くても、むしろ災害時ということで考えれば、ローミングの方が対応としては適切であ

ろうと思います。 

山内主査） よろしいですか。 

井手委員） ということは、ネットワークシェアリングというのは、地方部に限っての話

という、そういう理解でよろしいのでしょうか。 

ソフトバンク） どの辺に線を引くかという議論はあるかと思いますが、地方に広げてい

くための手段だと思っております。 

井手委員） 私はこういうネットワークの専門ではないのですが、通信の場合、事業者が

適正な設備を打つときに、どの点で設備を打つかというのはおそらく事業者ごとに違う

のではないかなと直感的に思うのですが、それは他社と共用しても別に問題はないとい

うことでしょうか。 

ソフトバンク） ユーザの分布とかそうしたものを厳密にとらえられれば、確かに最適化

というところでそういった設計ができるのかもしれませんが、今のところ、やはり実際

にサイトが手配可能かとか、それから、周波数の問題とか、そういったものが大きくて、

細かい分布に合わせての最適配置と、そこが事業者によってさらに違ってくるといった

ところまでは、アーバンエリアとかではある程度あるかもしれませんけれども、ルーラ

ルに広げていくというところでは、やはりそこをいろいろ議論するよりは、とにかく広

げていった方がいいのではないかと思います。 

井手委員） あと１点だけですけれども、ＮＴＴドコモさんのプレゼンテーションの中で、

着信独占という概念を紹介されていましたけれども、これは以前、ヨーロッパで、市場

をどういうふうに確定するかというときに、着信市場の概念というのは、日本でどうい

う議論がされたか知らないけれども、採用されなかったというふうに私は理解している

のですが、それをもう１回、着信市場というものを定義して、非対称的規制を解消する

ためには、こういう概念も入れて見直すべきだという主張でしょうか。 

  もしわかれば、着信市場が日本で採用されなかったという経緯も、私は定かではない

のですが、教えていただければと思います。 
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ＮＴＴドコモ） ドコモの加藤でございます。おっしゃるとおり、特に相互接続の料金の

面において、着信市場に着目し、着信独占という観点から、これはイコールフッティン

グであるべきだというのが私どもの主張でございます。 

  一方、歴史的に日本でという話でございますけれども、私もそれは記憶にございませ

ん。また、これは私が答えるべきことなのかも含めてよくわからないのですが、もし必

要でありましたらば、調査いたしまして、関係のところにも照会しながら、ご回答申し

上げたいと思います。 

日本通信） そのことですが、もともとはＡＭＰＳというシステムでアナログの時代にア

メリカが先に出発してしまい、まず儲けようということで、着信の方にも料金を立てた

ということです。けれども、通信の法律の中で、その扱いが明確ではなかったのが料金

制度です。ですから、携帯電話という新しい技術、新しい産業ができて、これは新規事

業またはベンチャー事業だから、いろいろなことを許しましょうという感覚で、ＦＣＣ

も日本の監督官庁、つまり郵政省もそうだと思いますが、まず、いろいろなことをやら

せましょうという形で、それは法律外かもしれないけれども、新しい産業なのだからや

らせましょうということで、アメリカで着信の方に料金を立てるということが始まって、

今、止められなくなってしまっているということです。 

  結局、結果としては、電話がかかってこないように、皆、携帯電話を止めてしまって

いる。それで本当に移動体通信、特に次世代のインターネット産業がアメリカから出発

するかといったら、この問題を解決しなかったらできないと思っている方たちが多いと

思います。 

ＮＴＴドコモ） よろしいでしょうか。 

山内主査） まず、ドコモさんどうぞ。 

ＮＴＴドコモ） 今、三田さんがコメントされたのは、特にアメリカの市場でございまし

て、日本とは少し違って、発信者側が料金をとるに加えて、接続している着信側でも料

金を設定しているということでございますので、私どもと、着信が独占にならざるを得

ないという観点とは少し違って、けれども、少しは関連するというところだと思います。 

山内主査） では、どうぞ。 

ソフトバンク） この件は、総務省さんで、確か 2004 年でしたか、競争評価の中でやって

おられるので、後で出していただければいいのではないかと思いますが、私どももこう

いった経緯は調べておりますので、また必要に応じて出させていただきたいと思います。 

酒井主査代理） ありがとうございました。 

山内主査） よろしいですか。では、どうぞ。 

斎藤委員） ネットワークというのは、社会的な資産であるというふうに今、皆さんが思

っていらっしゃると思います。ブロードバンドの普及のために競争をどのように上手に

生かしていくかということが本会のテーマだろうと思うのですが、日本通信さんは資料

５ページで、接続状況の交渉を民々にゆだねるのはもう不可能であるということをおっ

しゃっています。 

  一方、規制をもっと緩和すべきであるというご意見も多々伺いました。社会的な資産、

これを民々で競争するものにゆだねていいのだろうか、官あるいは総務省の関与はどの
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ぐらい必要なのかというのは非常に難しい問題だと思うのですが、皆様、そのあたりを

どのようにお考えなのか少しお話を伺えればと思います。 

山内主査） 皆さんにご質問でしょうか。 

斎藤委員） ご意見のある方に。 

山内主査） では、ご意見のある方どうぞ。 

ＮＴＴドコモ） では、順番でいかせていただいて。おっしゃるとおり、競争政策の検討

 の場に今、着かせていただいておりまして、一方では、10 年前は２種規制というのがあ

 って、今、現存している。とはいいながら、グーグルさんだとかアップルさんだとかい

 う形で、ＩＣＴという分野ではモバイルを中心に大きな変革が起こっている。この中で

 世界的な観点で競争しながら、かつ、また特に日本のお客様に利便性をどう確保してい

 くのかという観点で、今、我々はこの場に着き、悩んでいるのだという認識でおりまし 

て、それは斎藤先生と全く同じでございます。 

  そのときの考え方として、グローバルかつユーザの観点からの更なる競争といいまし

ょうか、コンピートがいい形で成就しながら、日本という観点からも、三田さんからご

ざいましたけれども、ある程度リードしていたはずなのですが、ある部分では今、キャ

ッチアップされ、かつ、また構造変革を余儀なくされているという部分も、私どものと

ころで書かせていただきましたいろいろなモデルが出てきておりますので、そういうも

のに対して、どういう競争力を持ちながら、国力という観点からもやっていくのかとい

うのが課題だと思っております。大変難しい課題だと思っていますけれども、その辺の

ところをご審議いただければと思っておるところです。 

山内主査） では、弓削さん、どうぞ。 

ソフトバンク） 私も難しい質問だと思いますが、競争をどのように促進するかというと

ころが重要だというのはおっしゃるとおりだと思います。そのときに、接続料の話だけ

ではなくて、きちんと議論するということで、今回、私の方からも申し上げましたよう

に、競争をきちんとさせるにはドミナント規制という概念をどのように機能させるかと

いうことだと思っております。 

  そういった意味では、ドコモさんの主張とは少し別の意味で、今の２種規制の在り方、

それから、２種に該当しないところについてはガイドラインといったところは見直すべ

きではあろうと思います。それは、ドミナントというところでの閾値も少し変えて、き

ちんとドミナントに対しては見ると。それ以外に対してはできるだけ自由な形にすると

いった形が必要かと思っております。 

イー・アクセス） イー・アクセスの阿部でございます。私どもの資料の中でもご説明さ

えていただきましたけれども、ヨーイ、ドンで始めて、皆がそれぞれ努力して市場を切

り開いていく、広げていくというようなタイミングであれば、公正取引以外の面では特

に総務省の方が関与することはあまりないのかもしれません。 

  今、既に周波数についても、イコールフッティングではない。やはり先行された方が

当然、その当時のご苦労はされているのですが、結果として、グローバルに共通に使用

できる周波数、これは端末の調達コストに極めて影響します。それから、プレミアムバ

ンドと言われるエリアカバーに有利な周波数、こういったものを持っていらっしゃる中
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で、ここを後から、これからの新規参入を含めて、ＭＶＮＯさんもそうかもしれません

けれども、いかに競争を平等で公平にしていくかというところについては、やはり総務

省様はじめ、いろいろと政府の方々も含めて、公正な競争がされるようにかかわってい

ただきたいと思っております。 

日本通信） 日本通信の資料の４ページをご覧いただきたいのですが、ここに絵がござい

ます。この中で、左側にある「設備（通信網）」という部分ですが、この部分というのは、

まさに国民共有の財産を使った周波数、これを使っている以上、ここはまさに社会資本

だと思うのです。これは今後の周波数免許の条件として、いわゆる単に経済原則だけで

いくと、人がいるところだけに設備を打つという話にもなりかねないので、この点につ

いては、しっかりと全国津々浦々に打っていくということについて、きちんと義務づけ

るべきではないかなと考えます。 

  一方で、競争政策という観点でいきますと、設備と通信サービスのところを幾らで受

け渡しをしていただけるかという問題になります。この金額があまりにも高い金額です

と、通信サービス事業者は成り立たない。そうすると競争が起きない。一方、これが安

過ぎると、設備のインセンティブ、つまり、社会資本を整えるということができないと

いうことだと思います。 

  この議論について、私は 2004 年の総務大臣裁定が非常に参考になると思っております。

総務大臣裁定の際に、まず算定式について、両者がきっちりと必要な情報は全部、ＮＤ

Ａベースで開示をしなさい、その上で、算定式を同意しなさい、事業者側から代入する

数値を入れなさいという形をとりました。そういったことによって、あのときには非常

に透明化したプロセスで実現できたということです。 

  その中でキーだと思うのは、やはりすべて情報を出していただいた上で、算定式につ

いてまずは合意したというところでございます。そこから代入する数値についてという

のは、これは監督官庁である総務省様とか、あるいは第三者委員会なのかわかりません

が、どこかがその数字が正しいというところについてきちんと担保をしていただくとい

うようなプロセスが必要なのではないかと考えます。 

  この辺りの議論をきちんとやっていかないと、これは今、グーグルとかアップルとい

う議論がありますが、私自身もずっとコンピューター業界におりました。コンピュータ

ー業界と通信業界とで、やはり常識など、いろいろなものが違います。今トレンドのミ

クシィ様のように、プラットフォームとして世界に出ていけるようなものをお持ちなわ

けですから、そういった方々が自由に発展できるような形をとらないと、全世界的に展

開するプラットフォームというのは、下手をすると、全部アメリカのシリコンバレーの

会社になってしまうというようなところがあるのだと思います。 

  この点、まさに通信事業という部分でいうと、インフラをつくらなければいけない。

したがって、これは非常に国内を中心に見ていただかなければいけない事業者なのだと

思います。そういう部分と、プラットフォーム事業というのは、まさにグローバル競争

なので、インフラにはとらわれないで、横に展開ができないといけない。その二律背反

をどう解くかと。これはある意味では、やはりコンピューターとかインターネット側の

業界と、通信というインフラというのが資本であるというところの接点のギャップなの
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ではないかと考えます。 

ミクシィ） またちょっとお門違いな発言をさせていただくかもしれませんけれども、世

界的な潮流を見ていて、やはりネットワーク、今、日本通信の方がおっしゃったように、

ベアラーの部分の規制とその上の上位レイヤーの部分の規制は分けて考えるべきであろ

うと考えています。 

  ベアラーの部分というのは、レギュレーションとリレギュレーションというのがずっ

と振り幅としてあってきた歴史があったわけで、その中で、では、どうやっていくのか

というのは、皆さんもおっしゃったように、とても難しい問題だと思っています。 

  ところが、一方で、おそらく日本で特有かなと思うのは、いわゆる通信事業者さんが

上のレイヤーまで含めて、先ほどドコモさんの資料でもありましたけれども、垂直統合

という形で市場を形成してきてしまった経緯です。その時代はそれでよかったと思うの

ですが、ただ、それが上位レイヤーからプラットフォームレイヤーに対してどんどん拡

大をしていく、もしくは、その逆も真なりで、まだまだ垂直統合を持とうとするところ

で、割と問題が混在化してしまっている。ベアラーであれば、ベアラーの議論をするべ

きだし、プラットフォームだったらプラットフォーム、アプリケーションレイヤーだっ

たらアプリケーションレイヤーの規制を議論するべきだろうと考えています。 

山内主査） ありがとうございました。何かございますか。 

融合研究所） いえ、ありません。 

山内主査） よろしいですか。 

斎藤委員） 頭が整理できました。ありがとうございます。 

山内主査） ありがとうございます。では清原さん。 

清原専門委員）  災害時のローミングにつきまして、ドコモさんからは、災害時に共倒

れになる心配があるからというお話が今日ございました。一方で、ソフトバンクさんで

は、かえって災害時のローミングが必要だということだと思います。 

  そこで、私は、ドコモさん以外の、今回言及されなかった事業者の方にお尋ねしたい

のですが、サービス復旧も競争的に行われるべきで、例えば今、早期復旧した通信事業

者に、被災者に自社端末機器を無償も含めて提供するという選択肢もあるということな

のですが、そういったサービス復旧も競争的なもので進めていけばいいのではないか、

あるいはそれとも、ドコモさんは反対されるかもしれませんが、やはり災害時のローミ

ングは必要だとお考えかをお尋ねしたいのですが、ご意見がございますでしょうか。 

ソフトバンク） 少し補足させていただいていいですか。私どもで申し上げているのは、

ローミングにはいろいろなステージがあると思います。それは確かにトラヒックを検討

しなくてはいけないのですが、スタートになっているのは、今回の震災の関係で、消費

者団体を通じてですけれども、いろいろな消費者の方からお話をお聞きして、その結果

として、やはりＡ社は使えるけれども、Ｂ社は使えない。それはＡ社とＢ社が必ずしも

固定的ではなくて、Ｂ社は使えるが、逆というようなケースもあって、そういったとこ

ろでやはりどちらでも使えるようにしてほしいという希望は非常に強いということです。 

  これは少し前もそうですし、それから、多分、震災直後の数日間で、私どもの社員で

も、津波のぎりぎりのところでたまたまソフトバンクモバイルだけ使えたというのもい
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ました。ですから、そういったところを救うということをまずどうするかということで、

そのためには、緊急時だけはできるということもあるでしょうし、もう少し時間を延長

することもできるかもしれない。そういった評価をすべきではないのかなと思います。

これは別の検討会でやっていただいていますけれども、そういった意味合いで申し上げ

ております。 

イー・アクセス） イー・アクセスの阿部でございます。２つ観点があると思っています。

まず、今回のような大変な大規模な災害という意味であれば、ここはそもそも事業者と

して努力して設備投資をして、かつ、停電に対してももっと長くもつような設備をそも

そも打っていく。これはもう競争の原理の中でしっかりやっていくべきだと思います。 

  私どもは幸いにして１カ月以内ですべて復旧しましたけれども、ただ、お客様が、今

回のような大規模な災害であれば、リロケーションされて、今までと違う場所に行かれ

る。場合によっては、弊社の圏外であったこともありました。そこにつきましては、衛

星基地局なので、別で新しく打って補完をしましたけれども、そういった、今までと極

めて違う使われ方をせざるを得ない場合にローミングと。場合によっては、本当に山奥

かもしれませんし、そういった状態でのローミングというのは極めて有効だと思ってお

りまして、そのための制度の設計と。１点、繰り返しになりますけれども、山間部など

の電波の非常に低い周波数でないと浸透しないところ、遠くに飛ばないところでは、そ

ういったローミングによってやることで、小規模な災害でも対応できるのかなと思いま

す。 

  もう１点目は、私どもは４月の端末からはＳＩＭロックを解除しておりますけれども、

ＳＩＭロックを端末で解除されていれば、場合によっては、他社様のＳＩＭを買えば、

使えるようになるというものもありますが、やはりローミングというのが、お客様は何

もしなくていいですから、災害という意味では一番有効な方法だと思います。 

日本通信） 今の点で１点よろしいですか。 

山内主査） どうぞ。 

日本通信） 今回の震災において、携帯としてのＩＰ電話は十分使えたわけです。回線交

換は使えないと。しかしながら、パケット通信ができる限りは、ＩＰ電話は使えるとい

うようなことがありました。 

  そうしたときに、事業者様のいわゆる定額料金のサービスというと、ＩＰ電話のプロ

トコルというのは基本的には規制をかけられている。そういったものを例えばその時点

では暫定的に開放するであるとか、私どもは総務省様の要請で、何百台かのＩＰ電話を

災害対策本部、福島と宮城に届けさせていただいておりますが、それは、もう少し言え

ば、このような事態のときに、例えばそれがローミングであれ、何であれ、総務省が命

令を出せるような法制度の準備が必要なのではないかということです。電力に関して言

えば、これは経済産業大臣が制限をかける制度が用意されています。今のモバイルとい

うのは、本当に社会で国民一人一人の生活にとって欠くことができないものでございま

す。緊急事態のときには、これはいわゆる行政側の権限として、あるいは政治判断なの

かわかりませんが、そういったところについて技術的にできるところは、緊急に命令を

出して対策をとるべきで、被災地の方が何らかの形でつながるという形をとれるよう、
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今後に向けて対策をとるべきではないかと考えます。 

山内主査） よろしゅうございますか。 

清原専門委員） はい。 

山内主査） ありがとうございました。では、吉川委員、どうぞ。 

吉川専門委員） 私の質問は、イー・アクセスさんへの質問ですけれども、６ページでイ

コールフッティングということをおっしゃっています。このイコールフッティングは一

体、何なのかというのが、私がお尋ねしたいことです。例えば、周波数の割り当てを５

ページに書いていらっしゃいますけれども、イー・アクセスさんは 30ＭＨｚある。とこ

ろが、１ＭＨｚ当たりの加入数を簡単に計算してみると、御社がおそらく、１ＭＨｚ当

たり 10 万人ぐらい、10 万加入ぐらいで、ドコモさんだったら、多分 40 万ぐらいになる

のかなと今、概算で見ているのですが、その意味でいうと、１ＭＨｚ当たりを効率的に

利用していらっしゃるのはドコモさんということになる。御社のおっしゃっているイコ

ールというのは、同じだけ周波数の幅が必要ですとおっしゃっているのか、違う意味で

おっしゃっているのか。そもそもこのイコール性というのは何なのかということをお尋

ねしたい。 

  それから、御社は最後発のグループということで参入していらっしゃるのですが、ま

た別な新しい企業さんも新規参入される可能性があるという中で、御社も逆に言うと、

これからイコールフッティングを求められる立場にもなるかもしれないと思いますが、

そのイコールフッティングについてどう考えていらっしゃるのか、もしご意見があれば

聞かせていただきたいと思います。 

イー・アクセス） まず、ここ２、３年、少しシフトが起きているのが、１つ、モバイル

です。３ページにございますとおり、今までの電話中心のものから、ブロードバンドと

いうところに起きている中で、ターゲットとする市場のトラヒックが変わってくると思

っています。 

  極端な例でいうと、スマートフォンのユーザが私どもの今のメインのユーザだとしま

すと、今のブロードバンドで私どもがお客様に使っていただいている周波数は、トラヒ

ックの量が 3,000 万人分になるわけです。この辺が、これまでは電話中心であれば、今

までの５ＭＨｚであったり、250 万というので平等だったのですが、ここがまず大きな

違いになってくると思います。 

  そういう中で、他社様もおそらく、電話と新しいブロードバンドの市場に向けて、周

波数のいろいろな組み換えをやられていると思いますが、そこが１つです。ですから、

現時点で、これから見えてくる格差がもし広がるのであれば、そこは競争に影響がある

のではないかと思います。これは新規参入も含めてです。 

  もう１つは、ＬＴＥという、４ページにございます新しい技術は、連続した周波数帯

というところで、例えば 20 メガヘルツであれば、100 メガ、150 メガが出るという、こ

この連続した周波数が必要になることでございます。そうしますと、現時点でいろいろ

利用されているものではございますけれども、例えば 100 メガ以上のサービスを提供す

るためには、40ＭＨｚという連続した周波数が必要です。ここについてのイコールフッ

ティングがこれからは失われていく可能性があると思っておりますので、ここについて、
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周波数は無限ではありませんので、その中で、ローミングのようなことも含めたバラン

スがこれからの新規参入にも求められていくものだし、私どもも、逆に新しく入ってこ

られる方からそういったご意見をいただくのには対応していきたいと思います。 

日本通信） １つ、ネットワークのキャパシティーのことで申し上げたいことがあります。

まず、旧来の事業法がなくなってしまったから総務省の方たちは監督のことで非常に苦

労なさっていると思いますけれども、電波法が残っていますので、もう少し強化してい

ただきたいのは、その条件です。 

  例えばですが、ある周波数帯は、皆が一緒に持っているからといって、何人それで有

効に使えるかということは、事業者の設備投資によって変わります。例えばですが、ヨ

ーロッパの最大の設備メーカーさんのキャパシティーは、例えば 360 度のアンテナの電

波を飛ばすことに対して、24 分割できる。それが３Ｇ技術で標準です。しかしながら、

その中では、例えばもちろん１セクター、全部で 180 度を飛ばすと。それから、３分の

１にする、６分の１にする、12 分の１にして、24 分の１にするというのが、今の最大の

技術の力です。 

  つまり、アンテナで１つしかセルを分けていない方たちのキャパシティーと、24 分割

してそれだけたくさん使えるということに対しては、24 倍ですから、電波の幅だけで評

価しないことは非常に重要だということを覚えていただきたいです。 

  ３セクターを６セクターにする場合には、もう３セクター分機器を買って、そこに設

置したら良い。ただ、お金はかかります。けれども、６セクター分もありますから、そ

ういう形で設備を拡大していかなければいけないということは、監督官庁として、電波

法をベースとして、その義務をもう少し明らかにするということも重要ではないかと私

は思っています。 

  もう１つは、やはり人口のカバレッジなのですが、今の人口カバレージといっても、

本当に人口をカバーしているかということをよく考えていただきたいです。実際はそこ

までカバーしていないです。その測り方というのは昔と変わってしまったので、本当に

現実的に消費者が使える形で人口カバレッジになっているかということは、今の数字で

はちょっとあいまいなのです。ですから、人口カバレッジ率に対しても、もう１回、総

務省の方たちで見直して、その再定義をしていただきたいと思います。 

  キャパシティーに対して、本格的に皆さんがそれだけの設備を投資して、それで競争

をなさるかどうかということです。今の日本は無料で電波を与えていますから、無料で

与えている限り、それは投資家にも株主にもお願いして、きちんと資金を調達して、そ

れを有効に使うということを今、事業者が義務づけされて、それに合意して、電波を使

う。本当に膨大な金です。何兆円の資産を無料で使わせてもらっていることですから、

そのぐらいはしていただかなかったら、とりあえず私は日本人としては、それは不満で

す。 

山内主査） ありがとうございます。どうぞ。 

ソフトバンク） キャパシティーをどのように増やすかという、いろいろな開発があると

いうのは、そのとおりだと思います。ただ、必ず下セクターをたくさん分ければいいと

いうものでもなくて、例えば私どもで今やっているのは、オムニですけれども、小さい
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基地局をたくさんやって、それを自動調整――ＳＯＮといいますけれども、そういった

技術を使ってやっていくとか、いろいろなやり方があると思いますので、中身を議論し

ようというよりは、いろいろな形でやるのだろうということです。 

  それから、先ほど、40 メガ連続でないといけないというお話もありましたが、これも

できるかどうかまだあれですけれども、分かれていても、それをアグリゲートして使う

ような技術もあると思いますので、そういういろいろなことが進んでいくのではないの

かなということです。 

  それから、この間、別のところでも申し上げたのですが、イー・アクセスさんのこの

資料で、ウィルコムさんとかＷＣＰという、私どもの関係の会社の持っている周波数も

一緒に入れ込んで足してありますが、これは別のところの事業を支援しているという形

ですので、これを合算で計算して割り算とかというのはご勘弁いただきたいと思います。 

  長くなってすみません。私どもの資料の 17 ページに、ハンディキャップというものが

書いてございますけれども、これがある意味でのイコールフッティングとおっしゃると

きの私どもとしての感じている、逆向きから見た条件ということでございます。中身の

詳しいことは時間の関係で省略します。以上です。 

山内主査） どうぞ。 

ＮＴＴドコモ） よろしいでしょうか。一方で、ローミングと設備共用、それと、経済合

理性、競争というのが非常に絡まり合っておりますけれども、技術的にできないことは

何もないと思います。ただ、ローミングにいたしましても、加入者が何か操作する必要

というのは、ワンタッチ、ツータッチは必要であるということと、ネットワークからの

措置が同期しなければならないということだけ知っていただきたい。 

  一方では、実際問題としまして、今回のような津波の被害のところで、シェアリング

なりローミングができたかというと、本当に否だと思っています。論としましては、人

があまりいない僻地だとか、そういうところは鉄塔共用もしくは設備共用、もしくはロ

ーミング等々ネットワークシェアリングと、こういう議論もあるのですが、今回起こっ

たところは、実に失礼ながら、そういうところが多かったということです。 

  それから、山間僻地におきましても、空中を飛んでいっている電波の、その後ろは実

は光ファイバーでつながっていて、ネットワーキングされている。この光ファイバーが、

これは東西さんをはじめ、固定事業者さんには申し訳ないのですが、切れてしまってい

て不通であるということが非常に多くて、孤立しているものはまだあります。 

  そういうことも含めて、原則的にはやはり、ただの電波とおっしゃいましたが、年間

使用料は払わせていただいていますのでそれは別として、競争的に多重的に設備を持ち

ながら、それが結果的に、吉川委員がおっしゃっていますように、ＭＨｚがどれぐらい

か、キャパシティーを上げるという努力をしながらも、お客様にどれだけ広く、速く使

っていただくかという、これは競争の原点であって、それを災害時においても、速やか

に、競争的に、できるだけやる。我々も４月いっぱいで大方のめどをつけました。社長

から言われたときは、それはできないと思ったのですが、やればできるものであります。

それは自慢するわけではないですけれども、そういうインセンティブが働いている中で、

利用者の方々に早く利便性を回復だとか、日ごろも、できるだけ広く、速いネットワー
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クをということを基盤にしながら、その上で、いろいろなプラットフォームだとか、サ

ービスを実現していくという競争がなされるべきだと考えております。 

  実際的に、災害時においてはローミングというのは、トラヒック量においてもなかな

か難しいということを申し上げたかっただけでございますが、そういう原則のもとでど

うあるべきかということを、斎藤先生も頭が整理できましたとおっしゃっておられまし

たが、なかなか複雑な多元方程式でございますので、この辺を深く議論していただけれ

ばありがたいと思っております。 

日本通信） １つ、公平性の話の中で、不公平なことがあります。１つ、私はドコモさん

と仲よくやらせていただいているところで、ドコモが不公平だということを申し上げた

いのですが、それは何かといったら、鉄塔のサイトです。ＮＴＴさんの歴史があるから、

やはり非常に有利な鉄塔サイトを全国に持っていますが、ソフトバンクさんとか、イー・

アクセスさんとか、ＫＤＤＩさんも、有効なサイトを探すということは、特に都心では

非常に難しいことです。 

  ですから、世界で動いていることは必ずしも皆フォローすべきではないということを、

私は先ほど申し上げたばかりですけれども、フォローすべきかもしれないことは、やは

り鉄塔サイトは共有に使うということです。世界の標準では、鉄塔サイトは、第三者の

資産として、サービスとして提供する会社が多いことです。キャリアが持っていない。

サイトをレンタルして各社に使わせるという形が、現状の世界の動き方でございます。 

  けれども、日本ではこんなアグリーなタワーをたくさん建てていくということに対し

て、やはりそれは消費者の限界となり、これから本当に次世代インターネットの移動体

通信で経済効果を生かすということに対してのネックになるのは、もしかすると、こん

なアグリーなアンテナは勘弁してくれというところのバリアになるかもしれないので、

それを申し上げたかった。 

山内主査） ありがとうございます。すみません、時間の関係がございますので。ほかに

もまだ質問されていない委員がいらっしゃいますが、いかがでしょうか。どうぞ。 

関口専門委員） 時間が迫っているので簡潔に申し上げます。「ダムパイプ化」という言葉

を今日は日本通信さんとドコモさんと両方から提示されていまして、日本通信さんの方

では、ここの解決策として、原価プラス適正利潤と、インセンティブを保証してあげる

ことで解決できるという提案をされています。それに対してドコモさんの方は、むしろ

国際競争力強化のためには、Ｘ社という海外キャリアの言い値の卸値提示を提案されて、

フリーハンドが欲しいというふうにおっしゃっていました。 

  ここはやはり投資のインセンティブをどこまで保証して、それから、フリーハンドを

保証するかと、落としどころが難しいところだと思いますが、ＭＶＮＯさん側とＭＮＯ

さんの間では、あくまでもずっと平行線なのでしょうか。 

ＮＴＴドコモ） ずっと平行線ではございません。2007 年当時はかなり並行線だったよう

な気もしますけれども、ご裁定いただきました。一方では、私どもも、こう言うと語弊

があるかもしれませんが、やや閉鎖的であったというところが反省するところでござい

まして、今、日本通信さんとは、毎年毎年低廉する料金もお示ししつつ、いろいろな要

望をいただいておりますけれども、実現するべきは実現するという形で、今のところ、
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ＷＩＮ－ＷＩＮの関係でやらせていただいていると思っております。ですから、ダムパ

イプ化そのものが、私どもがそこへ閉じ込められて云々ということを言っているわけで

はございません。 

  一方では、おいしいところを全部持っていかれる。これは国内事業者として、国際競

争力上どうなのだろうということと、いろいろなバリエーションがあって、それにチャ

レンジさせていただける。失敗すればそれはそれで自己責任でございますので、撤退す

るなり何なりの整理があろうかと思います。そういう可能性において、これからさらに

羽ばたくべき時代が来るのではないかと考えておりますので、こういう懸念も私どもは

示させていただいたというところでございます。 

日本通信） 我々の事業モデルは単純です。例えば鉄道会社は１つの線路の中で何社かが

走っているから、例えば日比谷線には、いろいろな鉄道会社が乗り入れて、家まで戻れ

るというのは、これは相互乗り入れという制度です。それと相互接続とは全く法的に同

じものです。歴史的にも通信法は鉄道から来た法律でございます。 

  その中で、やはり将来的にはネットワーク事業者は、どういうビジネスで、どういう

経営でやってくかということに対しては、私は将来的にはダムパイプという言い方は失

礼だと思います。移動体通信を生かす技術、能力というのはとても複雑ですから、技術

力が必要で、投資も管理も必要で、運用のことに対しても特別な事業です。ですから、

そこに集中していただくということが、我々として経済的にも一番理想ではないかと思

います。 

  または、上位レイヤーについては、世界がどうして日本に追いついてきているかとい

ったら、上位レイヤーの産業はコンピューター業界とコンピューター業界をサポートし

て一緒にやっているソフトウエアまたはアプリケーションのプロバイダーさんたちの世

界なのです。そこでアメリカは世界一ですから、その人たちが日本に参加したいという

ときには、それを拒否するということなので、それをオープンにするべきではないかと

思います。 

  日本の最大のネットワーク、世界に比べてネットワークは進んでいたのです。ただ、

日本はあまりにも進んでいて、データ通信という機能は、ほかの国ではモバイルコンピ

ューティングというものの概念は５年ぐらい前から始まったので、ドコモさんがｉモー

ドを始めたときには、どのように移動体通信にデータをのせたらいいかという議論は海

外には何にもなかった。 

  ですから、ｉモードを開発なさって、ｉモードがそれだけ普及したのは、それしか方

法がなかったからです。ＳＭＳ、ショートメッセージングという単純な制御チャンネル

を使っている、単純な 50 文字のメッセージングサービスぐらいしか海外にはなかった。

Ｅメールなんかは携帯電話で利用できなかったという状態のところで、日本はもうとっ

くの前にデータ通信が進んでいたのです。 

  それが先に行っていたからといって、アメリカのコンピューター業界がやって来たと

きには、日本は、ｉモードでやっている、ＥＺｗｅｂでやっているという形で、消費者

はそれに満足してしまっているから、新たな方式に移行するのが遅れて、スマートフォ

ンが日本で導入されるのが３年ぐらい遅れているのです。 
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  ですから、これから日本でもコンピューター業界の技術者または技術が、つまり、ア

ンドロイドや、ｉＯＳ、ウエブＯＳも導入されますし、ウインドウズのモバイル７もや

って来ますから、こういうものがどんどん日本で、日本の市場で日本の消費者の方たち

が使えるようになるネットワークを提供できるようにするためには、やはりオープンに

して、ツールはだれからでも買えるという形にしたいということで、こういう形をとら

せていただいていることです。 

山内主査）  ありがとうございます。最後にもう一方、ご質問はよろしいですか。ほん

とうに議論は尽きないところですけれども、時間の都合ということで、本日のヒアリン

グにつきましては、この辺で終了とさせていただこうと思います。 

  本日の議論を踏まえまして、追加で質問のある構成員におかれましては、６月 17 日金

曜日の 17 時まで、夕方の５時までに事務局にお寄せいただければと思います。追加質問

につきましては、事務局で集約の上、ヒアリング対象事業者に送らせていただきますの

で、ご対応をよろしくお願いしたいと思います。 

  最後に、事務局から、次回の日程等について補足をお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

事務局） 次回のヒアリングにつきましては、６月 21 日火曜日、来週火曜日の 10 時から、

総務省８階第一特別会議室、この場所においての開催を予定しております。よろしくお

願いいたします。 

山内主査） 以上で、合同公開ヒアリングの第１回会合を終了とさせていただきます。皆

様にはお忙しい中ご出席を賜りまして、どうもありがとうございました。 

 

以上 


